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本
論
は
、
主
と
し
て
明
治
期
に
曹
洞
宗
で
活
動
さ
れ
た
大
本
山
總
持
寺
独

住
第
三
世
・
西
有
穆
山
（
一
八
二
一
〜
一
九
一
〇
、
穆
山
は
号
、
名
は
瑾

英
）
が
主
唱
し
た
禅
戒
論
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

西
有
自
身
は
、
近
代
の

正
法
眼
蔵

参
究
に
大
き
な
足
跡
を
残
し
、
永

平
寺
六
四
世
・
森
田
悟
由
（
一
八
三
四
〜
一
九
一
五
）
が
発
願
し
た
大
本
山

永
平
寺
で
の

眼
蔵
会

で
は
、
当
初
、
予
定
さ
れ
て
い
た
初
代
講
師
は
西

有
だ
っ
た
と
さ
れ
る
。
自
身
の
總
持
寺
晋
住
も
あ
っ
て
、
そ
の
座
を
門
人
の

丘
宗
潭
（
一
八
六
〇
〜
一
九
二
一
）
に
譲
ら
れ
た
が
、
結
果
と
し
て
丘
の
後

も
西
有
の
門
下
が
永
平
寺
眼
蔵
会
で
の
提
唱
を
リ
ー
ド
し
、
一
門
と
し
て

正
法
眼
蔵

の
敷
衍
に
尽
力
さ
れ
た
。
ま
た
、
西
有
自
身
の
提
唱
録
は
富

山
祖
英
に
よ
っ
て
筆
記
さ
れ
、
後
に
榑
林
皓
堂
が

正
法
眼
蔵
啓
迪

と
し

て
発
刊
し
、
正
法
眼
蔵

参
究
を
志
す
者
に
と
っ
て
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と

な
っ
た
こ
と
は
、
周
知
の
こ
と
と
思
う
。

　

西
有
の
行
実
を
思
う
と
き
、
上
記
の
通
り

正
法
眼
蔵

を
中
心
に
語
ら

れ
る
こ
と
は
当
然
と
も
い
え
る
が
、
一
方
で
丘
宗
潭
が
残
し
た
著
作
・
提
唱

録
群
を
拝
す
る
と
、
西
有
か
ら
は

禅
戒

関
係
で
の
影
響
が
強
く
感
じ
ら

れ
る
。
例
え
ば
、
丘
は
万
仭
道
坦
（
一
六
九
八
〜
一
七
七
五
）
の

仏
祖
正

伝
禅
戒
鈔
（
以
下
、
禅
戒
鈔

と
略
記
）
を
改
訂
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る

が
、
そ
の
改
訂
は
西
有
の
意
向
を
受
け
た
も
の
と
さ
れ
）

（
る
。
あ
る
い
は
、
西

有
自
身
に
も

禅
戒
鈔

の
講
話
本
や
、
授
戒
会
の
説
戒
録
が
残
さ
れ
て
い

る
。
時
代
が
、
江
戸
か
ら
明
治
へ
の
転
換
期
を
生
き
た
西
有
は
、
明
治
期
の

宗
師
家
と
し
て
禅
戒
論
も
リ
ー
ド
し
て
お
り
、
そ
の
流
れ
は
門
人
で
あ
る
丘

や
、
秋
野
孝
道
（
一
八
五
八
〜
一
九
三
四
、
總
持
寺
独
住
第
七
世
）、
法
嗣

で
あ
る
岸
澤
惟
安
（
一
八
六
五
〜
一
九
五
五
）
な
ど
に
展
開
し
て
い
る
。

　

よ
っ
て
、
本
論
で
は
西
有
の
残
さ
れ
た
著
作
群
に
基
づ
き
禅
戒
論
を
見
つ

つ
、
近
代
曹
洞
宗
に
お
け
る
教
義
形
成
へ
の
影
響
も
検
討
す
る
も
の
で
あ

る
。

　

今
回
、
西
有
の
禅
戒
論
を
論
ず
る
に
当
た
り
、
入
手
し
た
資
料
の
一
つ
が

傳
戒
會
裏
閑
話

で
あ
る
。
本
書
は
、
曹
洞
宗
宗
務
庁

授
戒
会
の
研

究
（
一
九
八
五
年
）
で
は
報
告
さ
れ
ず
、
伊
藤
勝
司
氏
編
著

西
有
穆
山

と
い
う
生
き
方

で
は
タ
イ
ト
ル
こ
そ
挙
が
っ
て
い
る
が
、
筆
記
年
次
な
ど
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は
分
か
ら
な
）

（
い
と
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
筆
者
が
入
手
し
た
写
本

金
剛
集
）

（
録

に
収
録
さ
れ
た

傳
戒

會
裏
閑
話

で
は
、
冒
頭
に

明
治
廿
七
年
記　

有
安
老
人
述

と
あ
っ

て
、
一
八
九
四
年
に
講
述
、
記
録
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

つ
ま
り
、
本
書
の
存
在
と
筆
記
年
次
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
で
、
西
有
自

身
の
戒
思
想
の
構
築
や
展
開
を
、
年
代
順
に
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
書
は
末
尾
に
翻
刻
資
料
を
附
録
し
て
お
い
た
の
で
、
参
照
さ

れ
た
い
。
本
論
で
は
、
全
体
的
な
概
観
の
み
行
い
、
ま
た

禅
戒
論

に
関

わ
る
部
分
の
み
詳
述
す
る
。

　

ま
ず
、
本
書
は
大
き
く

宗
門
の
戒
の
位
置
付
け

伝
戒
会
（
授
戒

会
）
作
法

宗
門
の
戒
体
論

と
い
う
三
つ
の
内
容
か
ら
成
り
立
っ
て
い

る
。
目
次
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
が
、
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
、
各
章
に

現
代
語
訳
し
た
題
を
付
け
、
便
宜
的
に
上
中
下
の
区
分
や
章
の
番
号
を
附
し

た
。

　
　
【
上
・
宗
門
の
戒
の
位
置
付
け
】

　
　

一
、
吾
宗
の
戒
法
は
菩
薩
の
大
戒
で
あ
る

　
　

二
、
吾
宗
の
禅
戒
と
称
す
る
戒
体
系
に
つ
い
て

　
　
【
中
・
伝
戒
会
（
授
戒
会
）
作
法
】

　
　

三
、
吾
宗
の
受
戒
作
法
に
お
け
る
引
請
師
無
用
論

　
　

四
、
吾
宗
の
授
戒
に
羯
磨
が
無
い
こ
と
に
つ
い
て

　
　

五
、
受
戒
儀
軌
と
伝
戒
作
法
に
つ
い
て

　
　

六
、
大
乗
戒
に
お
け
る
別
解
脱
戒
に
つ
い
て

　
　

七
、
懺
悔
の
法
に
つ
い
て

　
　

八
、
捨
身
が
受
戒
の
法
に
属
さ
な
い
こ
と
に
つ
い
て

　
　

九
、
受
戒
の
儀
式
を
夜
中
に
行
う
意
義

　
　
【
下
・
宗
門
の
戒
体
論
】

　
　

一
〇
、
戒
源
と
戒
体
に
つ
い
て

　
　

一
一
、
尸
羅
敲
髄
章

に
つ
い
て

　

こ
の
内
、
本
論
の
問
題
意
識
に
関
わ
る
の
は
、
一

及
び

二

で
あ

る
が
、
例
え
ば

一

で
は

吾
宗
ノ
戒
法
ハ
菩
薩
ノ
大
戒
ナ
リ
天
台
ノ
圓

頓
戒
ト
同
）

（
シ

と
し
て
お
り
、
菩
薩
戒
と
い
う
共
通
点
か
ら
、
天
台
宗
の
円

頓
戒
と
の
関
連
を
見
出
し
、
更
に
、
二

で
も
、
吾
宗
ニ
禅
戒
ト
称
ス
ル

ハ
即
菩
薩
大
乗
戒
ナ
リ
天
台
ニ
圓
頓
戒
ト
云
浄
土
宗
モ
亦
尓
）

（
リ

と
す
る
な

ど
し
、
禅
戒
も
ま
た
天
台
宗
や
浄
土
宗
の
円
頓
戒
と
同
じ
も
の
だ
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
江
戸
時
代
の
卍
山
道
白
（
一
六
三
六
〜
一
七
一

五
）
が

対
客
閑
話

禅
戒
訣

で
、
達
磨
よ
り
相
伝
さ
れ
た
と
い
う
伝

承
を
有
す
る

一
乗
戒

と
円
頓
戒
と
の
共
通
性
を
主
張
し
）

（
た
こ
と
と
共
通

し
て
お
り
、
確
か
に
、
西
有
の
浄
土
宗
に
関
す
る
言
及
は
目
を
引
く
も
の

の
、
宗
門
禅
戒
論
の
全
体
と
し
て
は
伝
統
的
な
見
解
を
引
い
た
も
の
と
見
て

良
い
。

　

そ
し
て
、
更
に
西
有
は
江
戸
時
代
の
洞
門
学
僧
で
あ
る
瞎
道
本
光
（
一
七

一
〇
〜
一
七
七
三
）
や
面
山
瑞
方
（
一
六
八
三
〜
一
七
六
九
）
な
ど
の
見
解

を
引
き
な
が
ら
、
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

　

・
智
度
論
感
應
傳
等
ニ
禅
戒
ト
云
コ
ト
ア
レ

名
同

義
異
ナ
リ
ト
本
光

和
尚
ノ
試
参
請
ニ
見
ヘ
タ
）

（
リ
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・〈
大
戒
訣
〉
禅
戒
ト
云
フ
ト
ハ
初
祖
西
来
後
禅
宗
ト
称
ス
ル
ヨ
リ
起
ル

ナ
ル
ベ
シ
佛
祖
正
傳
菩
薩
大
戒
ナ
ル
カ
ユ
ヘ
ニ
略
シ
テ
称
ス
ル
ト
𧈧

佛
戒
ト
カ
サ
サ
戒
ト
カ
大
戒
ト
カ
称
シ
テ
然
ル
ベ
キ
ナ
）

（
リ

　

ま
ず
、
前
者
は
瞎
道

宗
伝
戒
文
試
参
請

を
受
け
て
お
り
、
大
乗
義

章

で
掲
げ
る

三
種
戒

で
あ
る

一
別
解
脱
戒
、
二
禅
戒
、
三
無
漏

戒

に
含
ま
れ
る

禅
戒

に
つ
い
て
は
、
経
論
に
於
け
る

定
共
戒

と

同
じ
だ
と
し
つ
つ
、
そ
の
場
合
は

定
心

に
罪
名
が
無
い
こ
と
か
ら
、
戒

だ
と
解
釈
す
る
も
の
だ
が
、
瞎
道
は

吾
が
禪
戒
と
同
名
異
體
な
り
、
新
戒

混
ず
る
こ
と
勿
）

（
れ

と
し
、
ま
だ
仏
道
を
学
び
始
め
た
ば
か
り
の
者
（
新

戒
）
へ
注
意
喚
起
し
た
の
で
あ
る
。
西
有
は
こ
の
見
解
を
指
摘
し
て
い
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。

　

後
者
は
面
山

仏
祖
正
伝
大
戒
訣

を
受
け
た
も
の
だ
が
、
既
に
以
前
に

も
指
）

（
摘
し
た
よ
う
に
、
面
山
は
本
来
の
名
称
は
仏
戒
や
菩
薩
戒
、
大
戒
な
ど

と
呼
称
さ
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
）

（
た
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
見
解
を
受
け
て
、
本
書
に
於
い
て
西
有
が
結
論
付
け

た

禅
戒

の
定
義
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

コ
レ
金
剛
寳
戒
ハ

性
常
住
ナ
リ
種
子
ナ
リ
本
原
ナ
リ
法
身
法
戒
ナ
リ

自
性
清
浄
戒
ナ
リ
甘
露
門
即
開
ト
ハ
甘
露
ハ
實
相
ナ
リ
實
相
ハ
無
相
ナ

リ
故
ニ
六
祖
ハ
無
相
心
地
戒
ト
説
レ
タ
リ
達
祖
ノ
戒
文
ニ
モ
傳
者
是
覚

悟
佛
心
名
真
受
戒
コ
レ
自
ラ
禅
戒
ノ
称
起
ル
所
以
ナ
ル
ベ
）

（
シ

　

つ
ま
り
、
禅
宗
の
伝
灯
で
受
け
嗣
い
で
き
た
仏
心
（
正
法
眼
蔵
涅
槃
妙

心
）
を
そ
の
ま
ま
悟
る
こ
と
が

真
受
戒

で
あ
る
と
い
う
、
達
磨
一
心

戒
文

の
見
解
を
引
き
つ
つ
、
そ
れ
を
禅
戒
と
い
う
名
称
の
根
拠
に
し
て
い

る
。
つ
ま
り
は
、
本
書
の
段
階
で
西
有
は

禅
戒

と
い
う
用
語
を
、
禅

宗
の
戒

と
し
て
解
釈
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
は
、
本
書
の
段
階
で
い
わ
ゆ
る

禅
戒
一
致

の
発
想
が

ま
だ
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
と
い
え
よ
う
。
以
前
に
検
）

（
討
し
た

よ
う
に
、
禅
戒
一
致
（
後
に

禅
戒
一
如
）
は
、
明
治
二
三
年
（
一
八
九

〇
）
一
二
月
一
日
に
公
布
さ
れ
た

修
証
義

の
扱
い
を
回
る
、
安
心
論
の

問
題
の
中
で
、
特
に
永
平
寺
六
三
世
・
滝
谷
琢
宗
（
一
八
三
六
〜
一
八
九

七
）
が
遷
化
し
た
後
の
明
治
三
〇
年
代
後
半
に
顕
在
化
し
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
傳
戒
會
裏
閑
話

提
唱
時
は
、
安
心
論
、
或
い
は
坐
禅
と
授
戒

と
の
関
係
性
に
係
る
問
題
は
顕
在
化
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
西
有
が
ま
だ

論
じ
て
い
な
い
と
い
う
推
定
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

陸
三
布
教
問
答

と
は

西
有
有
安

名
で
執
筆
さ
れ
、
小
冊
子
と
し

て
流
布
し
た
。
陸
三

と
あ
る
が
、
陸
中
の
江
刺
郡
を
中
心
と
し
た
三

郡
、
現
在
の
岩
手
県
南
部
地
域
の
寺
院
の
窮
状
を
脱
す
る
方
法
を
、
西
有
の

立
場
か
ら
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
の
冊
子
に
刊
記
な
ど
は
無
い

が
、
明
治
一
三
年
（
一
八
八
〇
）
に
刊
行
さ
れ
た
釈
雲
照

緇
門
正
義

（
森
江
左
七
）
の
発
刊
が
間
も
な
い
印
象
を
持
た
せ
る
言
及
な
ど
が
あ
り
、

お
そ
ら
く
は
明
治
一
〇
年
代
前
半
に
成
立
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
本
書
で
は
、
先
に
挙
げ
た
陸
中
三
郡
で
洞
門
寺
院
か
ら
の
離
檀

が
相
次
い
で
い
る
状
況
を
食
い
止
め
る
た
め
、
宗
侶
の
持
戒
を
主
張
し
た
。

無
論
、
明
治
五
年
の
通
称

肉
食
妻
帯
令

な
ど
の
影
響
で
、
宗
派
内
で
も
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結
婚
す
る
僧
侶
が
増
え
て
い
る
中
で
の
主
張
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
た
め
、
西

有
自
身
は

分
受
戒

な
ど
を
用
い
な
が
ら
、
不
貪
婬
戒

以
外
の
九
戒

を
護
持
す
る
よ
う
に
説
い
て
い
）

（
る
。

　

ま
た
、
在
家
化
導
と
し
て
の
授
戒
会
の
価
値
も
認
め
て
い
）

（
る
の
だ
が
、
本

書
で
は
宗
門
に
於
け
る
仏
戒
の
価
値
と
し
て

佛
戒
ハ
禪
門
ノ
一
大
）

（
事

と

あ
る
程
度
で
、
禅
戒

に
つ
い
て
の
言
及
が
無
い
。

　

つ
ま
り
、
禅
戒

と
い
う
用
語
へ
の
関
心
が
ま
だ
、
強
く
な
か
っ
た
こ

と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。

祖

　

西
有
が
提
唱
し
た

佛
祖
正
傳
禪
戒
鈔
講
話
（
以
下
、
禅
戒
鈔
講
話

と
略
記
）
は
明
治
三
六
年
（
一
九
〇
三
）
に
岩
上
覚
成
の
筆
記
・
編
集
に

よ
っ
て
鴻
盟
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
内
容
は
江
戸
時
代
の
学
僧
・
万
仭
道
坦

の
禅
戒
関
係
の
著
作

佛
祖
正
傳
禪
戒
鈔
（
以
下
、
禅
戒
鈔

と
略
記
）

（
宝
暦
八
年
﹇
一
七
五
八
﹈
序
）
へ
の
提
唱
講
話
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
禅
戒
鈔
講
話

自
体
に
は
、
序
・
凡
例
・
跋
な
ど
が
な
く
、

実
際
の
提
唱
時
期
は
不
明
で
は
あ
る
が
、
文
中
に

老
僧
も
モ
ウ
十
年
生
る

と
九
十
、
ま
た
十
年
生
る
と
百
に
な
）

（
る

と
あ
る
た
め
、
八
〇
歳
の
明
治
三

三
年
（
一
九
〇
〇
）
に
提
唱
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
、
更
に
巻
末
に
は

何
分

暑
い
時
）

（
で

と
も
さ
れ
る
た
め
、
同
年
の
夏
場
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
西
有
は

禅
戒
鈔

へ
の
提
唱
を
、
本
書
収
録
の
提
唱
以
外
に
も

度
々
実
施
さ
れ
た
と
思
わ
れ
）

（
る
た
め
、
本
書
は
あ
く
ま
で
も
西
有
が
主
張
し

て
い
た
禅
戒
論
の
一
端
を
知
る
の
み
と
い
う
限
界
は
心
得
て
お
く
必
要
が
あ

る
。

　

ま
ず
、
本
書
の
講
本
で
あ
る
が
、
丘
が
行
っ
た
改
訂
よ
り
も
前
で
あ
り
、

江
戸
時
代
以
来
用
い
ら
れ
て
き
た

禅
戒
鈔

で
あ
る
。
よ
っ
て
、
丘
の
改

訂
に
よ
る

改
訂
禅
戒
鈔

に
比
し
て
、
三
帰
戒
・
懴
悔
の
位
置
付
け
や
、

巻
末
部
分
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
宗
旨
上
の
難
が
残
置
さ
れ
て
い
る
可
能

性
が
あ
る
。

　

丘
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
禅
戒
鈔

改
訂
の
き
っ
か
け
が
西
有

の
意
向
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
拙
論
に
て
既
に
確
）

（
認
し
た
が
、

本
書
で
は
本
文
へ
の
批
判
的
言
及
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
本
書
は
速
記
で
の
記

述
が
許
可
さ
れ
、
西
有
自
身
も
発
言
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
）

（
い
な
ど
と

軽
妙
に
語
っ
て
い
る
。
そ
う
な
る
と
、
本
文
校
訂
は
テ
キ
ス
ト
の
読
解
に
際

し
て
混
乱
を
招
く
可
能
性
も
あ
る
た
め
、
こ
の
場
で
は
控
え
ら
れ
た
可
能
性

を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
限
ら
れ
た
時
間
で
の
提
唱
だ
っ
た
と
も
思

わ
れ
、
後
半
は
急
が
れ
て
、
本
文
の
講
釈
も
余
談
が
控
え
ら
れ
）

（
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
西
有
よ
り
前
に

禅
戒
鈔

を
講
釈
し
た
事
例
は
、
管
見
の

限
り
は
見
当
た
ら
ず
、
縦
し
ん
ば
存
在
し
て
い
た
と
し
て
も
巷
間
に
流
布
し

た
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
著
者
で
あ
る
万
仭
自
身
は
何
度
か
禅

戒
に
つ
い
て
提
唱
す
る
機
会
を
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
し
、
後
年
は

禅
戒

鈔

を
約
め
た
よ
う
な

佛
祖
正
傳
禪
戒
本
義
（
以
下
、
禅
戒
本
義

と

略
記
）
（
安
永
三
年
﹇
一
七
七
四
﹈
序
・
跋
）
ま
で
提
唱
さ
れ
、
開
版
さ
れ

た
。
そ
れ
か
ら
、
宗
門
内
で
宗
乗
と
し
て
禅
戒
を
参
究
さ
れ
る
に
及
ん
で
、

経
豪

梵
網
経
略
抄
（
延
慶
二
年
﹇
一
三
〇
九
﹈
著
）
の
存
在
は
大
き
な

も
の
が
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
同
書
は

正
法
眼
蔵
抄

と
と
も
に
豊
後
泉
福



西
有
穆
山
の
禅
戒
論

寺
影
室
に
秘
蔵
さ
れ
、
江
戸
時
代
中
期
以
降
に
よ
う
や
く
宗
派
内
に
出
回
っ

た
も
の
の
、
一
般
的
に
は
入
手
困
難
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
入

手
に
成
功
し
た
万
仞
は

禅
戒
鈔

禅
戒
本
義

で

梵
網
経
略
抄

を

豊
富
に
引
用
さ
れ
た
た
め
、
読
者
は
同
書
を
通
じ
た
参
究
が
容
易
に
な
っ
た

こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

な
お
、
禅
戒
鈔

自
体
が
参
究
対
象
と
な
り
、
そ
こ
か
ら

禅
戒
論

が
摘
出
さ
れ
た
経
緯
は
、
今
少
し
慎
重
に
検
討
さ
れ
て
も
良
い
と
思
う
。
西

有
自
身
は
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

　
　

吾
宗
ハ
專
ラ
儀
軌
ニ
依
リ
旁
ラ
禅
戒
鈔
禅
戒
篇
禅
戒
本
義
等
研
究
シ
テ

足
レ
リ
ト
ス
ベ
シ 

傳
戒
會
裏
閑
）

（
話

　

こ
れ
は
、
戒
師
と
な
る
者
が
学
ぶ
べ
き
事
柄
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ

と
だ
が
、
儀
軌
を
実
践
す
る
傍
ら
で
、
禅
戒
鈔

な
ど
を
学
ぶ
べ
き
だ
と

い
う
。
戒
師
が
説
戒
を
行
う
に
及
ん
で
、
宗
義
と
し
て
の
禅
戒
を
示
す
た

め
、
そ
の
学
び
に
必
要
な
文
献
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
西
有

は
当
時
の
授
戒
会
を
在
家
化
導
に
必
要
な
法
会
と
い
う
価
値
を
見
出
し
つ
つ

も
、
戒
師
の
資
質
や
そ
の
学
び
な
ど
に
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
分

か
る
。
つ
ま
り
、
先
に
宗
義
と
し
て
の
戒
学
参
究
を
目
的
と
し
た

禅
戒

鈔

へ
の
学
び
が
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
あ
り
、
例
え
ば
、
修
証
義

に

お
け
る
諸
問
題
へ
の
対
応
と
し
て
の

禅
戒

へ
の
学
び
が
前
提
だ
っ
た
わ

け
で
は
な
い
。

　

そ
こ
で
、
禅
戒
鈔
講
話

で
は
、
禅
戒
鈔

本
文
の
影
響
を
受
け
て
、

禅
戒
を
以
下
の
二
つ
の
定
義
で
示
す
。

①
禅
宗
の
戒
と
し
て
の
禅
戒

　

・
今
の
禪
戒
は
大
乘
の
戒
法
で
あ
る
が
、
大
乘
小
乘
の
區
分
を
付
け
て
、

大
乘
禪
戒
と
で
も
云
は
う
も
の
な
ら
、
小
乘
と
の
區
劃
が
付
い
て
、
煩

は
し
い
か
ら
、
禪
宗
で
は
、
單
に
禪
戒
と
云
ふ
て
、
禪
宗
の
腹
を
以
て

持
つ
こ
と
に
し
て
あ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
禪
戒
と
云
ふ
て
も
、
天
台

の
圓
頓
戒
抔
と
違
ふ
譯
で
は
な
い
、
又
此
れ
を
菩
薩
戒
大
乘
戒
抔
と
云

ふ
の
は
、
大
機
の
者
の
持
つ
戒
だ
か
ら
で
ご
ざ
い
ま
）

（
す
。

　

・
佛
祖
正
傳
禪
戒
鈔
と
あ
る
か
ら
、
佛
々
祖
々
の
正
傳
し
た
禪
戒
で
ご
ざ

い
ま
す
。
禪
と
云
ふ
か
ら
、
無
論
臨
済
宗
で
も
、
之
れ
を
持
つ
の
で
ご

ざ
い
ま
）

（
す
。

　

こ
れ
ら
の
定
義
は
、
傳
戒
會
裏
閑
話

と
同
じ
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
禅

宗
の
伝
灯
、
仏
々
祖
々
が
正
伝
し
て
き
た
仏
戒
・
菩
薩
戒
を
禅
戒
と
称
し
て

い
る
が
、
中
身
は
、
天
台
宗
の
円
頓
戒
な
ど
と
変
わ
ら
な
い
と
明
示
し
て
い

る
。

②
禅
と
戒
と
の
関
係
性

　

・
威
音
那
畔
の
最
大
事
と
云
は
、
威
音
は
天
地
未
開
以
前
を
云
ふ
、
天
地

の
未
だ
開
け
ぬ
先
か
ら
の
最
大
事
と
云
ふ
も
、
同
じ
く
正
法
眼
藏
涅
槃

妙
心
の
こ
と
を
云
ふ
の
で
ご
ざ
い
ま
す
、〈
中
略
〉
之
れ
を
禪
と
名
つ

け
、
之
れ
を
戒
と
名
つ
く
で
、
此
の
一
大
事
因
縁
、
正
法
眼
藏
涅
槃
妙

心
、
威
音
那
畔
最
大
事
之
れ
を
禪
と
も
云
へ
は
、
戒
と
も
云
ふ
、
平
生

思
ふ
戒
と
は
違
ひ
ま
せ
う
、
全
體
禪
と
戒
と
は
別
物
の
や
う
に
人
が
誤

解
し
て
居
る
が
、
一
體
に
し
て
別
物
で
な
い
、
禪
を
合
點
す
れ
ば
、
禪

丈
け
の
戒
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
、
戒
を
得
れ
ば
、
戒
丈
の
禪
を
合
點
せ

ね
ば
な
ら
）

（
ぬ
、
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禅
戒
鈔

本
文
の

其
の
所
傳
の
法
を
以
て
假
に
名
て
正
法
眼
藏
涅
槃

妙
心
と
曰
ひ
、
一
大
事
因
縁
と
曰
ひ
、
威
音
那
畔
の
最
大
事
と
曰
ふ
、
卽
ち

是
れ
之
を
禪
と
名
け
之
を
戒
と
號
す
、
禪
戒
の
稱
由
て
設
る
所
以
な
）

（
り

を

受
け
た
も
の
だ
が
、
思
想
的
に
は
無
分
別
の
仏
智
慧
自
体
を
根
拠
と
し
な
が

ら
、
禅
と
戒
の
分
別
を
破
す
る
と
い
う
理
解
を
促
し
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
場
合
、
禅
と
戒
と
が
無
分
別
に
捉
え
ら
れ
る
と
い
っ
て

も
、
具
体
的
な
把
握
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
西
有
自
身
も
、

以
下
の
よ
う
な
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。

　
　
　

禪
だ
戒
だ
と
名
を
定
め
て
論
す
れ
ば
、
名
の
上
で
は
大
變
違
ふ
、
能

く
禪
に
は
戒
は
要
ら
ぬ
、
戒
を
持
て
ば
禪
は
要
ら
ぬ
と
云
ふ
が
、
戒
の

な
い
佛
も
な
け
れ
ば
、
禪
定
に
居
ら
ぬ
佛
も
な
い
、

　
　
　

又
禪
と
戒
と
は
同
じ
だ
と
云
つ
て
、
別
な
る
道
理
を
知
ら
ず
に
混
合

し
て
了
ふ
な
ら
ば
、
反
つ
て
魔
説
に
な
）

（
る
、

　

ま
ず
、
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
本
書
で
は
ま
だ

禅
戒

一
致

な
ど
の
言
句
は
見
ら
れ
ず
、
た
だ
先
ほ
ど
も
挙
げ
た
よ
う
に
、
正

法
眼
蔵
涅
槃
妙
心

そ
の
も
の
を

禅
戒

と
す
る
と
い
う
境
涯
が
示
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
具
体
的
な
実
践
面
が
詳
細
に
説
か
れ
て
い
る
わ
け

で
は
無
い
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
右
で
引
い
た
一
節
の
よ
う
に
、
禅
と
戒
と

い
う
語
句
を
挙
げ
た
と
し
て
も
、
そ
の
両
方
が

禅
戒

に
は
具
わ
っ
て
い

る
と
理
解
可
能
で
は
あ
り
、
本
書
と
し
て
は
、
持
戒
も
禅
定
も
、
共
に
必
要

と
す
る
こ
と
が
、
西
有
の
主
張
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　

西
有
と

修
証
義

と
の
関
係
に
つ
い
て
、
従
来
、
参
照
さ
れ
た
の
は
、

批
判
的
な
文
脈
で
あ
っ
た
。

　
　

そ
こ
で
開
山
に
は
在
家
化
導
が
な
い
と
云
て
大
騒
ぎ
す
る
奴
が
あ
る
、

そ
れ
で

修
證
義

な
ど
ゝ
云
ふ
も
の
を
拵
え
て
騒
ぐ
が
、
あ
れ
も
百

年
も
經
た
ら
、
誰
れ
が
編
輯
し
た
と
も
知
ら
ず
し
て
信
ず
る
樣
に
な
る

か
も
知
れ
ぬ
、
開
山
を
信
ず
る
こ
と
の
薄
い
小
利
巧
の
奴
の
す
る
仕
事

は
困
る
ぢ
や
、 

道
心
玄
）

（
談

　

し
か
し
、
既
に
先
行
研
究
で
、
こ
の
文
脈
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
修
証

義

の
全
面
的
な
否
定
や
批
判
と
い
う
よ
り
、
そ
の
著
者
・
編
者
が
勘
違
い

さ
れ
る
こ
と
な
ど
へ
の
警
鐘
だ
と
指
摘
す
る
場
合
も
あ
）

（
る
。

　

な
お
、
修
証
義

は

第
三
章　

受
戒
入
位

を
置
く
こ
と
で
、
洞
門

で
用
い
る
授
戒
会
と
の
関
わ
り
も
持
ち
つ
つ
、
在
家
化
導
の
方
向
性
を
示
し

た
。
そ
し
て
、
本
論
で
も
既
に
論
じ
た
通
り
、
西
有
は
受
戒
・
持
戒
の
重
要

性
を
提
唱
す
る
た
め
、
修
証
義

の
教
義
と
は
矛
盾
し
な
い
は
ず
な
の
で

あ
る
。

　

西
有
が

修
証
義

に
関
し
て
言
及
し
た
の
は
、
先
に
挙
げ
た

道
心
玄

談

の
一
節
の
み
で
は
無
い
。
明
治
三
八
年
（
一
九
〇
五
）
に
刊
行
さ
れ
た

西
有
禪
話

に
四
篇
収
録
さ
れ
た

垂
誨

の
其
一
・
其
二
で
は
、
修
証

義

及
び

四
大
原
則
（
後
の

四
大
綱
領
）
、
そ
し
て
、
禅
戒

に
関

す
る
垂
示
が
見
ら
れ
る
。
な
お
、
同
書

例
言

に
よ
れ
ば
、
一
、
其
垂

誨
は
或
は
大
學
林
或
は
高
等
學
林
、
若
く
は
戒
會
等
に
於
け
る
禪
師
の
垂
示



西
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禅
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を
ば
、
二
三
子
及
び
余
が
拜
記
し
た
る
も
の
な
り

と
あ
っ
て
、
数
回
に
わ

た
っ
て
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
垂
示
の
年
次
は
不
明
だ
が
、

西
有
禪
話

刊
行
か
ら
そ
れ
ほ
ど
遡
ら
な
い
頃
で
あ
る
と
い
う
（
例
言

参
照
）。

　

・
そ
れ
か
ら
終
に
在
家
の
化
導
と
云
ふ
こ
と
に
就
い
て
簡
單
に
申
し
て
置

く
が
、
此
在
家
化
導
に
就
い
て
は
ま
づ
本
宗
で
も
、
修
證
義
を
以
て
標

準
と
す
る
と
云
ふ
こ
と
に
爲
つ
て
居
る
が
、
此
は
故
畔
上
管
長
の
時
分

に
そ
う
决
め
た
の
で
此
れ
は
誠
に
結
構
で
あ
る
、
御
前
方
も
能
く
心
得

て
貰
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、 

垂
誨
其
）

（
一

　

・
ソ
コ
デ
今
日
の
修
證
義
は
誠
に
よ
い
、 

垂
誨
其
）

（
一

　

西
有
は
、
明
治
時
代
の
洞
門
が
在
家
化
導
を
定
め
た
経
緯
を
簡
単
に
示
し

つ
つ
、
修
証
義

に
価
値
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の

扱
い
に
つ
い
て
は
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
修
証
義

は
、
そ
の
成
立
当

初
か
ら
、
在
家
二
衆
へ
の
テ
キ
ス
ト
と
見
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
僧
俗
四
衆

に
適
用
さ
れ
る
安
心
と
し
て
見
る
べ
き
か
で
議
論
が
あ
っ
た
。
現
行

修
証

義

の
原
型
で
あ
る

洞
上
在
家
修
証
義

を
実
質
的
に
編
集
し
た
大
内
青

巒
（
一
八
四
五
〜
一
九
一
八
）
は
前
者
の
立
場
と
し
て
、
曹
洞
教
会
修
証

義
聞
解
（
鴻
盟
社
・
明
治
二
四
年
）
を
講
義
し
た
が
、
一
方
で
、
現
行

修
証
義

を
主
と
し
て
編
集
し
た
滝
谷
琢
宗
は
、
後
者
の
立
場
か
ら

曹

洞
教
会
修
証
義
筌
蹄
（
明
教
社
・
明
治
二
六
年
）
を
垂
示
し
た
。

　

西
有
は
、
在
家
化
導
と
し
て

修
証
義

を
標
準
に
す
る
こ
と
は
認
め
つ

つ
も
、
扱
い
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
注
意
を
促
し
て
い
る
。

　
　

あ
れ
は
單
に
在
家
化
導
に
の
み
用
ひ
る
と
云
ふ
て
は
な
ら
ぬ
、
在
家
出

家
共
に
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、〈
中
略
〉
今
此
修
證
義
に
就
て
も

能
く
考
へ
て
貰
ひ
た
い
、
在
家
に
の
み
用
ゆ
る
と
云
ふ
考
で
は
困
る
、

 

垂
誨
其
）

（
一

　

つ
ま
り
、
こ
の
段
階
で
は
滝
谷
の
主
張
も
採
り
入
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
。
し
か
し
、
在
家
化
導
の
標
準
で
あ
る
こ
と
も
認
め
、
授
戒
の
価
値
を
提

唱
し
た
。

　
　

我
宗
に
は
チ
ヤ
ン
ト
安
心
法
が
あ
る
の
で
、
御
開
山
は
眞
實
の
佛
法
を

日
本
に
弘
め
た
い
と
云
ふ
即
ち
前
に
も
云
ふ
通
り
、
西
來
祖
道
我
傳
東

と
云
ふ
御
見
識
で
單
に
一
方
の
宗
旨
達
磨
の
座

原
文
マ
マ

禪
を
弘
め
樣
と
云
ふ

譯
で
は
な
い
、
よ
く
そ
こ
を
酌
み
取
つ
て
安
心
と
云
ふ
こ
と
を
定
め
ね

ば
な
ら
ぬ
、
サ
テ
そ
の
眞
實
の
佛
法
を
弘
め
た
い
と
云
ふ
は
大
躰
が
戒

定
慧
の
三
學
で
あ
る
、
其
中
在
家
化
導
に
應
用
し
て
來
た
の
が
通
途
傳

戒
即
ち
菩
薩
戒
を
以
て
化
導
さ
れ
た
、 

垂
誨
其
）

（
一

　

永
平
道
元
が
北
条
時
頼
や
波
多
野
義
重
な
ど
に
対
し
、
菩
薩
戒
や
血
脈
授

与
を
も
っ
て
化
導
し
て
い
た
こ
と
を
）

（
例
に
し
つ
つ
、
更
に
江
戸
時
代
に
入
り

加
賀
大
乘
寺
の
月
舟
宗
胡
・
卍
山
道
白
な
ど
が
、
授
戒
会
を
広
く
行
い
、
洞

門
内
で
一
般
化
し
た
事
例
を
挙
げ
て
い
る
。

　

よ
っ
て
、
西
有
は
出
家
者
の
坐
禅
は
前
提
に
し
つ
つ
、
出
家
者
の
伝
戒
、

在
家
者
の
受
戒
と
い
う
禅
と
戒
の
組
み
合
わ
せ
を
認
め
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。

　

ま
た
、
修
証
義

に
於
け
る
教
義
は
、
第
二
章　

懺
悔
滅
罪

第
三

章　

受
戒
入
位

を
含
め
た

四
大
原
則

に
て
体
系
化
さ
れ
て
い
る
が
、

西
有
は
以
下
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。
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大
躰
我
宗
で
は
受
法
あ
つ
て
捨
法
は
な
い
が
兎
に
角
、
授
戒
を
受
け
樣

と
思
ふ
時
は
决
し
て
其
心
は
消
滅
し
な
い
、
そ
れ
が
盡
未
來
際
消
滅
し

な
い
か
ら
、
そ
れ
が
金
剛
不
壞
の
種
子
と
な
る
、
彼
の
懺
悔
滅
罪
と
云

ふ
よ
り
受
戒
入
位
発
願
利
生
行
持
報
恩
此
四
ヶ
條
に
て
本
宗
の
安
心
も

定
ま
る
、 

垂
誨
其
）

（
一

　

こ
の
よ
う
に
、
四
大
原
則

を
明
示
す
る
け
れ
ど
も
、
西
有
に
よ
る
各

項
目
の
価
値
付
け
は
独
創
的
で
あ
る
。
例
え
ば
、
大
内
青
巒
は

四
大
原

則

を
本
証
と
妙
修
に
区
分
し
つ
つ
、
懺
悔
滅
罪
・
受
戒
入
位

で
本
証

と
し
て
の
安
心
が
定
ま
る
と
し
、
発
願
利
生
・
行
持
報
恩

で
妙
修
と
し

て
の
起
行
に
展
開
す
る
と
し
）

（
た
。
そ
し
て
、
修
証
義

は
元
々
、
在
家
二

衆
を
対
象
と
し
た
教
義
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
西
有
は

以
下
の
よ
う
に
体
系
化
し
た
。

　

・
中
々
受
戒
入
位
と
云
ふ
て
も
、
只
南
無
三
世
諸
佛
と
云
ふ
て
お
拜
や
合

掌
ば
か
り
で
在
家
を
化
導
し
よ
う
と
思
ふ
と
い
け
な
い
、
先
づ
人
々
の

受
戒
は
ド
コ
に
受
戒
し
て
居
る
か
能
く
人
々
参
究
し
て
見
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
、
そ
れ
が
分
れ
ば
初
め
て
懺
悔
の
様
子
、
菩
薩
大
戒
の
有
難
味
も

分
り
三
聚
浄
戒
の
動
か
な
い
こ
と
も
分
る
、
此
れ
が
分
れ
ば
一
念
発
起

す
る
此
一
念
の
間
に
も
安
心
立
命
も
出
来
る
、 

垂
誨
其
）

（
一

　

・
そ
れ
か
ら
発
願
利
生
行
持
報
恩
と
云
ふ
こ
れ
は
云
は
な
く
て
も
分
る
が

此
れ
は
全
體
在
家
に
預
け
る
品
物
で
は
な
い
、
皆
人
々
の
負
ふ
べ
き
荷

物
で
あ
る
、〈
中
略
〉
只
此
行
持
と
云
ひ
報
恩
と
云
ふ
こ
と
を
在
家
の

仕
事
と
思
ふ
て
輕
々
に
思
ふ
て
は
い
け
な
い
、
何
ん
で
も
こ
れ
か
ら
能

く
世
の
中
の
こ
と
を
考
へ
て
、
ど
う
云
ふ
布
教
を
し
て
ど
う
云
ふ
處
で

此
佛
法
を
維
持
し
て
行
く
か
、
追
々
人
智
が
進
ん
で
來
る
と
今
迄
の
樣

で
は
い
く
ま
い
、 

垂
誨
其
）

（
一

　

以
上
の
よ
う
に
、
四
大
原
則

の
各
々
が
四
衆
に
適
用
さ
れ
る
よ
う
に

も
見
え
、
受
戒
入
位

の
と
こ
ろ
で
、
人
々
の
受
戒
は
ど
こ
に
受
戒
し
て

居
る
か
、
と
西
有
が
問
う
通
り
、
こ
れ
は
四
衆
に
共
通
し
て
い
る
。
一
方

で
、
発
願
利
生
・
行
持
報
恩

は
、
全
体
在
家
に
預
け
る
品
物
で
は
な
い

と
し
、
ま
た
、
西
有
は
そ
の
実
践
例
と
し
て
、
百
丈
懐
海
の

一
日
不
作
、

一
日
不
食

話
な
ど
を
典
拠
に
し
て
い
る
様
子
か
ら
は
、
僧
尼
二
衆
を
主
た

る
対
象
と
し
、
目
の
前
に
い
る
聴
衆
（
若
い
僧
侶
が
多
数
か
）
に
対
し
て

日
々
の
布
教
を
促
し
た
の
で
あ
る
。

　

管
見
の
限
り
、
こ
の
見
解
は
、
他
に
参
照
さ
れ
た
様
子
は
見
出
し
て
い
な

い
け
れ
ど
も
、
在
家
化
導
と
し
て
の
受
戒
の
位
置
付
け
が
際
立
つ
こ
と
も
理

解
出
来
よ
う
。
な
お
、
有
安
老
人
の
名
前
で
口
述
さ
れ
た

安
心
訣
（
鴻

盟
社
・
明
治
二
六
年
）
は
、
別
名

帰
依
三
宝
訣

と
も
さ
れ
る
よ
う
に
、

三
帰
依
を
中
心
に
衆
生
の
安
心
を
定
め
る
も
の
で
、
受
戒
入
位

を
説
く

修
証
義

及
び

四
大
原
則

と
は
矛
盾
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　

ま
た
、
修
証
義

及
び

四
大
原
則

に
因
む
提
唱
に
は
、
い
わ
ゆ
る

安
心
論
に
直
結
す
る

禅
戒
一
致

を
提
示
し
て
お
ら
ず
、
明
治
三
〇
年
代

後
半
に
宗
派
内
に
広
ま
っ
た
問
題
に
つ
い
て
、
西
有
が
明
確
に
先
行
的
見
解

を
発
し
て
は
い
な
い
と
判
断
で
き
よ
う
。

　

改
め
て
、
西
有
禪
話

に
於
け
る

禅
戒

論
を
見
て
お
き
た
い
。
垂



西
有
穆
山
の
禅
戒
論

誨
第
二

に
於
い
て
は

禅
戒

論
が
主
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
　

一
躰
、
持
戒
禪
定
等
學
で
あ
る
か
ら
、
持
戒
と
禪
定
と
は
决
し
て
離
れ

て
居
る
も
の
で
は
な
い
、
持
戒
の
當
躰
が
即
ち
禪
定
の
姿
、
禪
定
の
姿

は
持
戒
の
當
躰
で
あ
る
の
ぢ
や
、
し
か
る
に
近
頃
は
禪
戒
の
こ
と
に
眼

を
着
け
る
も
の
も
な
く
、
且
つ
こ
れ
を
研
究
す
る
も
の
も
な
い
や
う
で

あ
る
が
、
そ
も
そ
も
こ
れ
は
信
心
の
力
が
薄
弱
で
あ
る
か
ら
の
こ
と
だ

ら
う
よ
。 

垂
誨
其
）

（
二

　

以
上
の
通
り
、
持
戒
・
禅
定
の
等
学
に
お
い
て
、
実
質
的
な

禅
戒
一

致

を
説
い
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
以
下
、
西
有
が
こ
の
垂
誨
で
述

べ
る

禅
戒

は
、
明
治
期
の

修
証
義

及
び
そ
の
解
釈
上
に
現
れ
た
安

心
論
と
は
対
応
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
垂
誨
其
二

の

禅
戒

は
、
戒
源
や
戒
体
と
い
っ
た
、
伝
統
的
問
題
に
終
始
し
て
い
る
。

　
　

今
回
は
少
し
禪
戒
の
こ
と
に
就
て
談
話
を
試
み
よ
う
と
思
ふ
が
、
ま
づ

第
一
に
戒
法
の
本
源
の
こ
と
に
つ
い
て
話
さ
う
が
、
其
の
戒
法
の
本
源

は
何
で
あ
る
か
と
云
ふ
に
、
御
開
山
の
仰
せ
に
も
儀
式
に
信
成
就
が
あ

ら
は
る
ゝ
の
が
本
源
ぢ
や
と
の
意
味
が
あ
る
、
さ
れ
ば
別
に
戒
躰
戒
相

の
こ
と
を
仔
細
に
論
ぜ
ず
と
も
佛
祖
正
傳
の
大
戒
は
眞
實
に
あ
り
が
た

い
も
の
ぢ
や
と
云
ふ
信
仰
の
一
念
が
萠
し
た
時
が
、
即
ち
戒
躰
の
本
源

と
な
る
の
で
、
戒
に
は
始
め
と
い
ふ
始
め
が
な
い
、 

垂
誨
其
）

（
二

　

如
上
の
通
り
、
西
有
は
戒
源
に

信
成
就

を
持
ち
込
ん
で
い
る
が
、
こ

れ
は
、
傳
戒
會
裏
閑
話

の

戒
源

項
と
の
関
連
性
を
見
て
い
く
べ
き

で
、
釈
迦

言
若
一
切
衆
生
趣
入
三
宝
海
以
信
為
本 

二舎那
尺
迦

聖
之
言
不

唯
信

為
戒
源
ト
コ
レ
信
ヲ
以
テ
受
ケ
誓
ヲ
以
テ
持
）

（
ツ

と
あ
っ
て
、
信
を
も
っ
て

受
け
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
文
脈
は
指
月
慧
印
（
一
六
八
九
〜
一

七
六
四
）
に
よ
る

禅
戒
篇

戒
源

項
に
ま
で
遡
る
の
で
あ
）

（
る
。

　

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
垂
誨
が
提
唱
さ
れ
た
の
は
、
明
治
三
五

年
（
一
九
〇
五
）
よ
り
遡
っ
て
も
数
年
で
あ
る
。
以
前
、
検
討
し
た
限
）

（
り
、

明
治
三
〇
年
代
後
半
に
は

修
証
義

に
因
む
安
心
問
題
が
惹
起
し
、
更

に
、
四
〇
年
代
に
入
る
と
西
有
の
門
人
で
あ
っ
た
秋
野
孝
道
を
中
心
に

禅

戒
一
致
（
後
に

禅
戒
一
如
）
が
提
唱
（
用
語
と
し
て
は
、
丘
宗
潭
も
ほ

ぼ
同
時
期
に
使
用
）
さ
れ
、
安
心
論
へ
の
積
極
的
対
応
が
図
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
西
有
が

禅
戒
鈔
講
話

及
び

西
有
禅
話

で

禅
戒

を
説

い
た
時
期
は
、
秋
野
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
時
期
に
先
行
す
る
が
、
い
わ
ゆ

る
安
心
論
に
因
む

禅
戒
一
致

ま
で
は
距
離
を
有
す
る
。

　

安
心
論
と
い
う
観
点
で
は
、
在
家
者
は
受
戒
入
位
で
良
い
と
西
有
自
身
は

認
め
て
お
り
、
そ
こ
か
ら

禅
戒
一
致

自
体
は
見
出
せ
ず
、
秋
野
や
丘
の

世
代
で
示
さ
れ
た
こ
と
と
は
内
容
が
相
違
す
る
。
た
だ
し
、
西
有
自
身
は
当

時
、
禅
戒

自
体
が
宗
内
で
の
研
究
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
を
歎
き
、
自

身
は

禅
戒
鈔

な
ど
を
講
義
し
つ
つ
、
そ
の
用
語
の
内
容
を
掘
り
下
げ
、

江
戸
時
代
か
ら
続
く
伝
統
的
解
釈
と
結
び
付
け
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
活
動
が
な
け
れ
ば
、
次
世
代
の
展
開
は
見
る
べ
く
も
な
か
っ
た

は
ず
で
あ
り
、
近
代
曹
洞
宗
に
お
け
る

禅
戒

参
究
の
濫
觴
は
西
有
に
求

め
ら
れ
る
べ
き
と
思
慮
す
る
。

　

本
論
で
は
、
近
代
曹
洞
宗
を
代
表
す
る
師
家
で
あ
っ
た
西
有
穆
山
に
よ
っ
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て
示
さ
れ
た

禅
戒

論
を
中
心
に
検
討
し
た
。
改
め
て
経
緯
を
概
観
す
る

と
、
既
に
検
討
し
）

（
た
通
り
、
西
有
は
明
治
五
年
の

太
政
官
布
告

第
一
三

三
号
、
通
称

肉
食
妻
帯
令

に
対
し
て
強
く
反
発
し
、
僧
侶
の
持
戒
を
説

い
た
。
今
回
紹
介
し
た

陸
三
布
教
問
答

の
通
り
、
明
治
一
〇
年
代
に
入

り
、
宗
派
内
へ
の
啓
発
が
開
始
さ
れ
る
な
ど
し
、
西
有
に
と
っ
て
、
禅

戒

参
究
は
自
身
の
問
題
意
識
に
と
っ
て
、
一
大
事
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
参
究
の
結
果
だ
が
、
翻
刻
資
料
と
し
て
附
録
し
た

傳
戒
會
裏
閑

話

を
挙
げ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
傳
戒
會
裏
閑
話

に
つ
い
て
、
今

回
は

禅
戒

に
因
む
箇
所
の
み
採
り
上
げ
た
が
、
授
戒
会
作
法

や

戒
体
論

も
含
む
、
西
有
に
と
っ
て
マ
イ
ル
ス
ト
ー
ン
と
い
う
べ
き
著
作

に
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

そ
し
て
、
そ
の
後
の

禅
戒
鈔
講
話

や

西
有
禪
話

と
い
っ
た
提

唱
・
講
義
に
展
開
さ
れ
て
い
く
段
階
で
は
、
禅
戒

の
用
語
が
強
く
意
識

さ
れ
て
い
た
。
そ
の
際
の

禅
戒

論
の
特
徴
は
、
以
下
の
三
つ
を
挙
げ
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

①
禅
宗
の
戒
で
あ
り
、
天
台
宗
・
浄
土
宗
な
ど
と
共
通
す
る
菩
薩
戒
と
し

た
。

　

②
持
戒
・
禅
定
の
等
学
を
示
し
、
後
の

禅
戒
一
致

に
繋
が
っ
た
。

　

③
禅
戒
の
授
受
が
成
立
す
る
根
拠
、
い
わ
ゆ
る
戒
源
に
は
信
成
就
を
置
い

た
。

　

こ
れ
ら
は
、
近
世
曹
洞
宗
で
構
築
さ
れ
て
い
た
禅
戒
論
を
引
き
継
ぐ
も
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
に
止
ま
ら
ず
、
②
に
よ
っ
て
、
教
義
と
し
て
の

禅
戒
一

致

構
築
に
繋
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
西
有
を

禅
戒

研
究
の
先
駆
者
と

し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

ま
た
、
今
回
は
教
義
と
し
て
の

禅
戒
一
致

の
淵
源
を
探
る
た
め
、
西

有
に
よ
る

修
証
義

の
提
唱
も
確
認
し
た
。
従
来
、
西
有
は

修
証
義

に
対
し
て
批
判
的
だ
っ
た
と
い
う
見
解
が
多
く
用
い
ら
れ
た
が
、
自
著
の

安
心
訣

で
は
三
帰
依
を
も
っ
て
衆
生
の
安
心
を
説
く
た
め
、
大
枠
と
し

て

修
証
義

の
方
向
性
と
は
矛
盾
し
な
い
。
ま
た
、
既
に
見
た
よ
う
に
、

受
戒
・
持
戒
を
主
張
し
て
い
た
西
有
に
と
っ
て
、
受
戒
入
位

と
い
う
教

義
は
、
む
し
ろ
展
開
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
、

一
部
で
は
あ
る
が
、
西
有
自
身
の
見
解
は
本
論
で
確
認
し
た
。

　

今
後
、
機
会
を
得
て

傳
戒
會
裏
閑
話

の
詳
細
な
る
分
析
を
行
い
、
ま

た
、
西
有
自
身
の

修
証
義

観
の
検
討
は
継
続
課
題
と
し
た
い
。

（

）  

菅
原
二
〇
二
一
ａ

（

）  

西
有
穆
山
と
い
う
生
き
方

二
六
五
頁

（

）  

当
該
写
本
の
詳
細
な
解
題
は
、
菅
原
二
〇
二
二
で
論
じ
た
た
め
、
参
照
さ
れ
た

い
。

（

）  

金
剛
集
録

一
丁
表

（

）  

金
剛
集
録

一
丁
裏

（

）  

卍
山
道
白

対
客
閑
話
（
曹
全

禅
戒

七
頁
上
下
段
）、
指
月
慧
印

禅

戒
訣
（
曹
全

語
録
二

九
〇
八
頁
下
段
）
を
参
照
し
た
。

（

）  
金
剛
集
録

一
丁
裏

（

）  
金
剛
集
録

二
丁
裏

（

）  

曹
全

禅
戒

四
一
六
頁
上
段



西
有
穆
山
の
禅
戒
論

（

）  

菅
原
二
〇
二
一
ｂ

（

）  

仏
祖
正
伝
大
戒
訣

巻
上
、
曹
全

禅
戒

八
八
頁
上
段

（

）  

金
剛
集
録

三
丁
表

（

）  

菅
原
二
〇
二
一
ｂ

（

）  
陸
三
布
教
問
答

一
二
〜
一
三
頁
参
照

（

）  
陸
三
布
教
問
答

一
〇
〜
一
一
頁
参
照

（

）  

陸
三
布
教
問
答

一
一
頁

（

）  

禅
戒
鈔
講
話

五
二
頁

（

）  

禅
戒
鈔
講
話

二
七
七
頁

（

）  

菅
原
二
〇
二
一
ａ

（

）  

丘
宗
潭
の
提
唱
中
の
述
懐
に
基
づ
く
。
菅
原
二
〇
二
一
ａ
参
照
。

（

）  

禅
戒
鈔
講
話

二
四
頁

（

）  

禅
戒
鈔
講
話

二
三
三
頁

（

）  

金
剛
集
録

一
一
丁
裏

（

）  

禅
戒
鈔
講
話

二
頁

（

）  

禅
戒
鈔
講
話

四
頁

（

）  

禅
戒
鈔
講
話

八
頁

（

）  

禅
戒
鈔

一
丁
表
〜
裏
、
訓
読
は
原
典
の
訓
点
に
従
う

（

）  

禅
戒
鈔
講
話

一
〇
頁

（

）  

道
心
玄
談
、
正
法
眼
蔵
啓
迪

巻
下
・
八
九
九
頁

（

）  

﹇
石
原
二
〇
一
八
﹈
の
註
記
（

）
を
参
照
。

（

）  

垂
誨
其
一
、
西
有
禪
話

二
四
頁

（

）  

垂
誨
其
一
、
西
有
禪
話

二
五
頁

（

）  

垂
誨
其
一
、
西
有
禪
話

二
四
頁

（

）  

垂
誨
其
一
、
西
有
禪
話

二
四
〜
二
五
頁

（

）  

北
条
時
頼
へ
の
菩
薩
戒
授
与
は
、
道
元
の
最
古
の
史
伝
に
相
当
す
る

三
祖
行

業
記

で

東
關
西
明
寺
召
請
し
て
、
菩
薩
戒
を
受
く
（
曹
全

史
伝

（
上
）
四
頁
上
段
、
原
漢
文
）
と
あ
り
、
波
多
野
義
重
に
関
し
て
は
江
戸
時
代
に

入
り
登
場
し
た

血
脈
度
霊

話
（
寛
文
一
三
年
（
一
六
七
三
）
以
前
成
立

永

平
道
元
和
尚
行
録
、
曹
全

史
伝
（
下
）
一
六
九
〜
一
七
〇
頁
）
な
ど
が
知

ら
れ
る
。
西
有
が
、
ど
の
文
献
を
参
照
し
た
か
は
知
ら
れ
な
い
が
、
面
山
編
・
大

賢
等
図
会

訂
補
建
撕
記
図
会

な
ど
を
用
い
た
も
の
か
。

（

）  

垂
誨
其
一
、
西
有
禪
話

二
五
頁

（

）  

修
証
義
聞
解

一
三
頁
参
照

（

）  

垂
誨
其
一
、
西
有
禪
話

二
七
頁

（

）  

垂
誨
其
一
、
西
有
禪
話

二
七
〜
二
八
頁

（

）  

垂
誨
其
二
、
西
有
禪
話

二
〇
頁

（

）  

垂
誨
其
二
、
西
有
禪
話

二
九
頁

（

）  

傳
戒
會
裏
閑
話

一
〇
丁
裏

（

）  

曹
全

禅
戒

二
三
八
頁
上
段

（

）  

菅
原
二
〇
二
一
ｂ

（

）  

菅
原
二
〇
一
九

《
一
次
資
料
》

・
西
有
有
安

陸
三
布
教
問
答

刊
記
無
し

・
万
仭
道
坦

佛
祖
正
傳
禪
戒
鈔

柳
枝
軒
・
宝
暦
八
年
自
序

・
大
内
青
巒

曹
洞
教
会
修
證
義
聞
解

鴻
盟
社
・
明
治
二
四
年

・
童
龍
書
写

金
剛
集
録

明
治
三
〇
年
書
写

・
西
有
穆
山
提
唱
・
岩
上
覺
成
編

佛
祖
正
傳
禪
戒
鈔
講
話

鴻
盟
社
・
明
治
三
六
年

・
西
有
穆
山
提
唱
・
横
井
見
明
編

西
有
禪
話

鴻
盟
社
・
明
治
三
八
年

・
西
有
穆
山
提
唱
・
榑
林
皓
堂
編

正
法
眼
藏
啓
迪

上
下
巻
、
代
々
木
書
院
・
昭
和



愛
知
学
院
大
学　

教
養
部
紀
要　

第

巻
第

号

一
八
年
（
第
四
版
）

《
二
次
資
料
》

・
石
原
成
明

四
大
綱
領
の
形
成
と
そ
の
扱
わ
れ
か
た
に
つ
い
て
、
曹
洞
宗
総
合
研

究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要

第
一
九
回
・
二
〇
一
八
年
八
月
、
石
原
二
〇
一
八

・
伊
藤
勝
司
編
著

西
有
穆
山
と
い
う
生
き
方

大
法
輪
閣
・
二
〇
一
九
年
一
月

・
菅
原
研
州

有
安
道
人

弾
僧
侶
妻
帯
論

と
有
安
老
人

対
客
一
話

に
つ
い
て

│
付
録

対
客
一
話

翻
刻
資
料
│
、
愛
知
学
院
大
学
教
養
部
紀
要

第
六
六
巻

第
二
・
三
合
併
号
・
二
〇
一
九
年
三
月
、
菅
原
二
〇
一
九

・
菅
原
研
州
丘
宗
潭
の
思
想
研
究
│
附
録
・
丘
宗
潭
眼
蔵
提
唱
翻
刻
資
料
│
、

愛
知
学
院
大
学
教
養
部
紀
要

第
六
八
巻
一
・
二
・
三
合
併
号
、
菅
原
二
〇
二
一

ａ
・
菅
原
研
州

禅
戒
一
如

と

禅
戒
双
修

│
附
録

三
國
傳
來
戒
壇
記

（
仮

題
）
仏
戒
相
承
論

翻
刻
資
料
│
、
愛
知
学
院
大
学
禅
研
究
所
紀
要

第
四
九

号
・
二
〇
二
一
年
三
月
、
菅
原
二
〇
二
一
ｂ

・
菅
原
研
州

乙
堂
喚
丑
に
係
る

戒
壇
指
南

の
研
究
│
附
録

戒
壇
指
南

翻
刻

資
料
│
、
愛
知
学
院
大
学
教
養
部
紀
要

第
六
九
巻
第
一
・
二
合
併
号
、
二
〇
二

二
年
一
月
、
菅
原
二
〇
二
二

※
凡
例

・
当
資
料
は
、
筆
者
所
持
の
童
龍
書
写

金
剛
集
録

所
収
の
有
安
老
人
（
西
有
穆

山
）
述

傳
戒
會
裏
閑
話

を
翻
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。
解
題
は
本
論
を
参
照
さ

れ
た
い
。

・
丁
数
は
有
安
老
人
述

傳
戒
會
裏
閑
話

該
当
分
と
し
て
記
載
。【　

】
内
の
数

字
・
カ
ナ
で
丁
数
と
表
裏
を
略
記
し
た
。

・
翻
刻
時
の
行
数
・
字
数
な
ど
は
原
典
に
従
っ
た
。

・
漢
字
の
字
体
は
概
ね
原
典
に
従
っ
た
が
、
仮
名
は
変
体
仮
名
を
含
め
て
現
在
通
用

の
字
体
に
改
め
た
。

・
踊
り
字
は
原
文
の
通
り
に
反
映
さ
せ
た
。

・
誤
字
等
を
指
摘
し
た
も
の
以
外
の
頭
註
は
本
文
後
段
に
移
動
し
て
掲
載
し
た
。

・
割
註
は
〈　

〉
を
付
し
て
表
記
し
た
。

・
書
写
者
か
筆
者
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
誤
字
等
は
翻
刻
文
の
下
部
に
指
摘
し
た
。

・
人
権
問
題
に
係
る
表
現
が
見
ら
れ
る
が
、
資
料
の
再
現
を
企
図
し
て
そ
の
ま
ま
翻

刻
し
た
。
閲
覧
・
参
照
の
際
に
は
、
ご
注
意
い
た
だ
き
た
い
。

【

オ
】

○
傳
戒
會
裏
閑
話
〈
明
治
廿
七
年
記
〉
有
安
老
人
述

　

△
吾
宗
ノ
戒
法
ハ
菩
薩
ノ
大
戒
ナ
リ
天
台
ノ
圓
頓
戒
ト

同
シ
依
テ

花　

梵
網　

瓔
珞
本
業

等
ニ
依
ル

法
筺

〈
安
樂
行
品
云
ク
〉
又
不
親
近
セ
求
ル
聲
聞
ヲ
比
丘
比
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丘
尼
優
婆
塞
優
婆
夷
ニ
亦
不
問
訊
セ
若
ハ
於
モ
房

中
若
ハ

行
ノ

ニ
若
ハ
在
モ
講
堂
ノ
中
ニ
不
レ
共
ニ
住
止
セ

或
時
ニ
来
リ
者
隨
テ
宜
ニ
説
法
無
レ
ト
所
怖4

求
ス
ル

コ
レ
天 

※

台
圓
頓
戒
ノ
起
ル
所
以
ナ
リ
梵
網

云
ク
常
ニ
生
大
乘
ノ
善
信
ヲ

自
知
テ
我
ハ
是
レ
未
成
ノ
之
佛
諸
佛
ハ
是
レ
已
成
之
佛
ト
發
菩
提

心
ヲ
念
々
不
レ
去
心
ヲ
若
シ
起
ハ
一
念
二
乘
外
道
ノ
心
ヲ
者
犯

垢

【

ウ
】

罪
ヲ
髙
祖
云 

佛大
論
又
止
観
第
二

祖
曰
𨿽

發
ス
ト
白
癩
野
干
ノ
之
心
ヲ
莫
レ
ト
作
二
乘

自
調
之
行
其
ノ
二
乘
ト
ハ
者
如
今
流
布
于
世
ニ
四
分
律
宗
倶
舎

宗
等
ノ
宗
是
也
ト
然
レ
ハ
則
チ
吾
宗
ハ
菩
薩
ノ
大
戒
ヲ
正
傳

シ
テ
比
丘
戒
ヲ
受
ル
ニ
及
ハ
サ
ル
也
、
今
十
六
條
ノ
戒
ヲ
授
ル
ノ
法
ハ
專

ラ
瓔
珞
本
業

ニ
依
ル
ナ
リ
知
ラ
ズ
ン
ハ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ

　

△
吾
宗
ニ
禅
戒
ト
称
ス
ル
ハ
即
菩
薩
大
乗
戒
ナ
リ
天
台
ニ
圓
頓
戒
ト

云
浄
土
宗
モ
亦
尓
リ
智
度
論
感
應
傳
等
ニ
禅
戒
ト
云

コ
ト
ア
レ

名
同

義
異
ナ
リ
ト
本
光
和
尚
ノ
試
参
請
ニ
見

ヘ
タ
リ
梵
網

ニ
ハ
佛
戒
ト
云
フ
又
曰
是
諸

之
本
源
行
菩

薩
道
ヲ
之
根
本
是
レ
大
衆
諸
佛
子
之
根
本
ナ
リ
ト
是
レ
佛
ノ
上
カ
ラ

【

オ
】

云
フ
ト
キ
ハ
七
衆
ト
モ
ニ
佛
戒
ナ
ル
ベ
シ
面
山
和
尚
云
ク
梵
網
瓔
珞
不

通
小
乘
ト
云
コ
ト
佛
祖
正
傳
ノ
大
戒
ハ
元
来
コ
ノ
義
ニ
テ
達
磨
一

派
ノ
出
家
在
家
ノ
菩
薩
ハ
大
乘
ノ
七
衆
ナ
リ
ト
決
定
ス
ベ
シ
ト

達
磨
大
師
一
心
戒
文
ニ
云
ク
受
ト
ハ
者
傳
傳
ト
ハ
者
是
レ
覚
即
チ
悟
ル
ヲ

佛
心
ヲ
名
ク
真
ノ
受
戒
ト
ト
コ
ノ
一
心
戒
ハ
出
于
天
台
血
脉
譜
ニ
吾
宗

ニ
傳
ヲ
失
ス
ル
モ
ノ
ハ
嗣
法
面
授
ト
共
ニ
正
傳
シ
テ
口
授
ノ
故
カ
且
ツ
百

𠀋
清
規
唐
ト
共
ニ
繪
ヒ
テ
傳
ハ
ラ
サ
ル
ユ
ヘ
カ
傳　
大
戒
訣
云

教
大
師
最
澄

入
唐
於
唐
テ
興
縣
ニ
逢
天
台
山
禅
林
寺
ノ
沙
門
脩4

然
ニ
得
リ
一 

※

達
广
一
ノ
法
ヲ
事
見
ヘ
タ
リ
血
脉
譜
及
元
亨
釋
書
巻
一
ニ

天
長
承
和
中
光
定
撰
ス
一
心
戒
文
ヲ
載
ル
ヤ
達
广
傳
戒
之
由
ヲ

【

ウ
】

也
是
レ
最
澄
ノ
之
稟
聞
ス
ル
行
表

然
ニ
者
不
可
疑
而
亦
傳
燈
ノ
之
所
ナ
リ

不
載
也
我 

弘
仁
及 

天
長 

承仁
明
帝和

先
ツ

于
景
德
ニ
凡
ソ
一
百
五
十
許
ニ

年

而
最
澄
光
定
之
所
述
ス
ル
如
是
則
傳
灯
ノ
之
遺
漏
也
弥
明
ナ
リ
ト

矣
〈
大
戒
訣
〉
禅
戒
ト
云
フ
ト
ハ
初
祖
西
来
ノ
後
禅
宗
ト
称
ス
ル
ヨ
リ
起
ル

ナ
ル
ベ
シ
佛
祖
正
傳
菩
薩
大
戒
ナ
ル
カ
ユ
ヘ
ニ
略
シ
テ
称
ス
ル
ト
虽

佛
戒
ト
カ
サ
サ
戒
ト
カ
大
戒
ト
カ
称
シ
テ
然
ル
ベ
キ
ナ
リ
梵
網

云
金
剛
宝
戒
ハ
是
レ
一
切
佛
ノ
本
原
一
切
菩
薩
ノ
本
原
佛
性
種
子
ナ
リ

又
云
有
リ
当
々
常
住
法
身
如
キ
ハ
是
十
波
羅
提
木
叉
ヲ
以
出
於
世
界
ニ
是
ノ

法
戒
ハ
是
レ
三
世
一
切
衆
生
頂
戴
受
持
ス
ベ
シ
乃
至
本
源
自
性
清
浄
ナ
リ

又
曰
聽
テ
我
誦
ス
ル
ヲ
佛
戒
ヲ
甘
露
ノ
門
即
開
ケ
ヌ
又
云
不
取
正
戒
相
又

【

オ
】

無
邪
念
心
是
ヲ
名
清
浄
戒
ト
コ
レ
金
剛
寳
戒
ハ

性
常
住
ナ
リ
種

子
ナ
リ
本
原
ナ
リ
法
身
法
戒
ナ
リ
自
性
清
浄
戒
ナ
リ
甘
露
門
即

開
ト
ハ
甘
露
ハ
實
相
ナ
リ
實
相
ハ
無
相
ナ
リ
故
ニ
六
祖
ハ
無
相
心
地

戒
ト
説
レ
タ
リ
達
祖
ノ
戒
文
ニ
モ
傳
ト
ハ
者
是
レ
覚
悟
ル
ヲ
佛
心
名
ク
真

受
戒
コ
レ
自
ラ
禅
戒
ノ
称
起
ル
所
以
ナ
ル
ベ
シ

　

△
吾
宗
受
戒
ノ
作
法
ニ
引
請
師
ト
云
無
用
ノ
モ
ノ
ナ
リ
面
山
和
尚 

或大
戒
訣問

ニ
モ
菩

〳
〵
ハ
嵯
峨
帝

淳
和
〳
〵
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薩
戒
ハ
教
家
ト
テ
モ
或
ハ
一
帀
或
ハ
二
師
ナ
リ
梵
網
地
持
瓔
珞
等

ノ
作
法
尓
リ
ト
梵
網
ニ
云
若
佛
子
教
化
人
ヲ
起
ン
信
心
ヲ
時
ニ
菩

薩
與
ニ
他
人
ノ
作
ハ
教
誡
ノ
法
師
ト
者
見
ハ

受
戒
ト
人
應
ニ
教
テ

請
二
師
ヲ
和
尚
ト
阿
闍
梨
ト
ヲ
ト
然
ル
ニ
今
引
請
師
ト
云
モ
ノ
ヲ

【

ウ
】

立
ル
ト
𧈧

引
請
ノ
文
ナ
シ
教
家
ニ
テ
引
請
ヲ
立
ル
ノ
作
法
ニ
ハ
引

請
ノ
文
ア
リ
此
引
請
ノ 

テ
印
証
ト
シ
テ
用
ル
人
ア
リ
杜
撰
ナ
ル

ベ
シ
然
ル
ニ
教
授
戒
文
ニ
我
今
引
請
ス
ト
云
語
ア
リ
是
即
チ

戒
弟
ヲ
引
テ
戒
ヲ
戒
師
ニ
請
ス
ル
ト
云
意
ニ
テ
引
請
ノ
二
字

ヲ
借
ニ
用
イ
且
ツ
引
請
ノ
職
ノ
一
分
ヲ
勤
ル
ノ
意
歟

　

△
吾
宗
ノ
授
戒
ニ
ハ
羯
摩
ナ
シ
壇
上
ニ
羯
磨
阿
闍
梨
文

殊
ト
称
シ
設
ル
モ
ノ
ハ
タ
ト
ヒ
自
誓
受
ニ
テ
モ
諸
佛
諸
サ
サ
ヲ

請
ス
ル
ハ
作
法
ナ
リ
羯
广
作
法
ニ
依
テ
得
戒
ス
ル
ヲ
羯
广
得
ト
云
三
宝

ニ
歸
依
シ
三
帰
戒
ニ
依
テ
得
ト
云
吾
宗
授
戒
ハ
三
歸
得
ナ
リ

鈔
曰
受
ハ
通
シ
五
種
ニ
戒
ハ
分
ツ
四
位
〈
五
八
十
具
〉
五
種
者
善
来
三
語
破

【

オ
】

結
八
敬
羯
磨
ナ
リ
委
ク
ハ
師
ニ
就
テ
聞
ク
ベ
シ

　

△
今
日
受
戒
儀
軌
ハ
正
ク
傳
戒
ノ
作
法
ナ
リ
然
レ
ハ
則
チ
出
家
在

家
ヲ
問
ハ
ズ
戒

ヲ
撰
ラ
ハ
サ
ル
ヲ
得
ズ
今
日
授
戒
ノ
弊
實
ニ
嘆
息

ニ
堪
ヘ
ザ
ル
ナ
リ
故
ニ
面
山
下
ニ
ハ
小
儀
軌
ア
レ

之
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
聞
カ
ズ

責
テ
七
日
ノ
加
行
バ
カ
リ
モ
嚴
重
ニ
勤
ム
ベ
シ
戒
法
ヲ
知
ラ
ズ
戒
行

ナ
ク
戒
師
ト
成
テ
戒
法
ヲ
説
カ
ズ
恐
レ
ジ
耻
チ
ズ
何
ノ
為
ナ
ル
ヤ
實
ニ
末

法
ト
謂
フ
ヘ
キ
ナ
リ

　

△
大
乘
戒
ヲ
別
觧
脱
戒
ト
云
為
霖
云
別
觧
脱
ト
ハ
謂
ツ
持
ス
レ
ハ
一
戒
ヲ

得
ル
ト
一
觧
脱
ヲ

人
云
其
ノ
過
非
ヲ
別
ニ々
觧
脱
ス
ル
故
ニ
云
別
觧

脱
ト
本
光
試
参
請
云
古
ニ
云
〈
浄
影
義
章
第
十
冊
三
十
四
左
三
種
律
儀
第
一
別
觧
脱
律

儀
中
〉

【

ウ
】

別
觧
脱
ト
ハ
者
戒
是
レ
正
ク
須
觧
脱
之
本
ニ
故
ニ
名
ク
觧
脱
ト
又
復
免‒

ス
レ
ハ
業

4

ヲ
亦
名
解
脱
ト
不
与
定
道
二
種
心
倶
ナ
ラ
故
ニ
称
為 

※
羇

別
〈
不
共
ヲ
為
別
〉
此
釈
ニ
依
ル
ト
キ
ハ
大
乘
戒
ヲ
ハ
別
別
解
脱
戒
ト

称
ス
ベ
キ
カ
上
ノ
別
ハ
戒
ノ
別
々
觧
脱
ス
ル
ノ
別
二

下
ノ
別
ハ
定
道

二
種
ニ
不
共
ナ
ル
ノ
別
ア
リ

　

△
懺
悔
ノ
法
乙
堂
和
尚
ノ
口
訣
ニ
ハ
教
授
師
ニ

イ
三
拜
了
テ
胡

跪
合
掌
ス
旡
始
以
来
ノ
業
障
悉
ク
至
誠
ニ
懺
悔 

シ頓
拜
シ了

テ
退

又
云
受
者
合
掌

時
先
此
方
ヨ
リ
大
罪
ノ
有
無
ヲ
尋
ヌ
ベ

シ
大
罪
旡
キ
時
ハ
旡
シ
ト
書
シ
小
罪
ハ
品
ニ
依
テ
記
ス
ベ
シ
懺
悔
了
テ

ハ
教
授
師
懺
悔
帳
ヲ
戒
師
照
覧
ニ
備
フ
戒
師
子
細
ニ
点
檢

【

オ
】

シ
了
テ
大
罪
無
キ
時
ハ
帳
ヲ
封
シ
印
ヲ
押
シ
教
授
師
ニ
返
ス
然
シ
テ

教
授
師
戒
子
ノ
圓

中
ニ
出
テ
各
々
懺
悔
相
違
ナ
キ
由
ヲ
告
ケ
其

上
云
ク
今
晩
捨
身
當
山
ノ
䂓
矩
ニ
ア
ラ
ザ
レ
ハ
勧
ム
ル
ニ
非
ス
大
望
有
ル

人
ハ
強
テ
制
止
ス
ル
ニ
モ
非
ス
〈
云
々
〉
梵
網

云
是
ノ
サ
サ
ノ
十
波
羅

提
木
叉
應
ニ
当
学
ス
於
テ
中
不
應
一
々
犯
ス
ル

如
ス
微
塵
ノ
何
況
ン
ヤ
具
足

犯
セ
ン
ヲ
ヤ
十
戒
ヲ
若
シ
有
ン
犯
ス
ル

者
ハ
不
得
現
身
ニ
發
ス
ル

ヲ
菩
提
心
ヲ
又
云
若
シ

欲
ン
受
シ
メ
ン
ト
戒
時
師
應
問
テ
言
フ
汝
現
身
ニ
不
ル
ヤ
作
七
逆
罪
ヲ
否
ヤ
ト
菩
薩
ノ

二
字
ヲ

五
縁
ノ

封



西
有
穆
山
の
禅
戒
論

法
師
不
得
与
メ
ニ
七
逆
ノ
人
ノ
現
身
ニ
受
シ
ム
ル

ヲ
戒
ヲ
コ
レ
大
罪
ハ
戒
師
ヨ
リ
有
無

ヲ
問
ヒ
若
シ
大
罪
ア
レ
ハ
戒
ヲ
与

セ
ズ
故
ニ
小
罪
ノ
ミ
懺
悔
ヲ
通
ス
ル
也
、
シ

カ
ル
ニ
当
時
ノ
人
障
罪
ト
覚
ヘ
又
造
罪
ト
云
モ
ノ
有
リ
杜
撰
ノ
甚
シ
キ

【

ウ
】

ナ
リ
如
是
ノ
人
戒
師
ト
成
ル
ハ
實
ニ
一

4

衆
4

ヲ
引
ク
モ
ノ
ナ
リ
梵 

※
盲
の
誤
記

網

云
ク
菩
薩
不
觧
セ
一
句
一
偈
及
戒
律
ノ
因
縁
ヲ
詐
テ
言
ハ

ク

觧
セ
リ
者
即
為
自
欺
誑
シ
亦
欺
誑
ス
ト
他
人
ヲ
一
一
不
觧
セ
一
切
ノ

法
ヲ
不
知
ラ
而
モ
為
メ
ニ
他
人
ノ
作
テ
師
ト
授
ル

ハ
戒
ヲ
者
犯
ス
軽
垢
罪
ヲ

嗟
乎
何
ソ
不
ル
ヤ
恐
哉
今
ハ
言
ニ
小
罪
無
量
ト
云
ス
ラ
古
法
ニ
非
ル

ナ
リ
故
ニ
乙
堂
和

云
ク
小
罪
ハ
品
ニ
依
テ
記
ス
ヘ
シ
本
光
試
参

請
引
南
海
傳
ヲ
正
懺
悔
二
字
ノ
之
誤
ヲ
又
傳
云
諸
ノ
除
罪
ノ

時
應
云
至
心
説
罪
ト
〈
乃
至
〉
説
テ
已
カ
之
非
ヲ
冀
フ
会
ム
ル

ヲ
清
澄
ナ
ラ

自
須
ク
各
依
ル
局
分
ニ
則
罪
滅
可
期
ス
若
シ
總
相
ニ
談
ル
ハ
愆
非

律
ノ
所
ニ
許
ト
今
小
罪
無
量
ト
云
ハ
總
相
ナ
リ
然
ル
ヲ
況
ン
ヤ
今

【

オ
】

時
ノ
受
戒
ニ
手
札
ヲ
與
ヘ
テ
戒
弟
ニ
懺
悔
ノ
一
言
ヲ
モ
發
セ
ザ
ラ

シ
ム
ル
モ
ノ
ハ
何
ノ
謂
ソ
ヤ
是
等
ノ
人
ハ
梵
網
ニ
云
フ
但
タ
觧
法
師
ノ

語
ヲ
尽
ク
受
得
ス
ト
戒
ヲ
ト
云
コ
ト
ヲ
モ
辨
ヘ
ザ
ル
ベ
シ
戒
弟
ノ
致
語
ハ
各
自

ニ
言
フ
ヲ
以
テ
長
語
ナ
シ
先
哲
行
イ
来
ル
作
法
今
人
漫
リ
ニ
改
易

ス
ベ
カ
ラ
ズ
天
台
妙
樂
大
師
授
菩
薩
戒
儀
要
觧
云
ク
凡
ソ
羯
磨

法
須
ク
準
ス
佛
言
ニ
不
可
妄
リ
ニ
自
加
減
ス

夫
懺
悔
法
ニ
佛
誨
五
悔
ヲ

一
ニ
懺
悔
〈
大
分

理
ヲ
〉
二
勧
請
三
ニ
隨
喜
四
ニ

向
五
ニ
發
願
又
三
懺
ト
ハ

者
作
法
懺
取
相
懺
観
無
生
懺
也

菩
薩
瓔
珞
本
業

巻
下
〈
大
衆
受
学
品
〉
云
菩
薩
十
重
ニ
有
八
万
四
千
ノ
威
儀
戒
十
重
有

犯
無
悔
得
使
ム
ル

重
テ
受
戒
八
万
四
千
ノ
威
儀
戒
ハ
尽
ク
名
軽
ト

【

ウ
】

有
レ
ハ
犯
得
使
ム
ル

悔
過
セ
對
首
悔
滅
ス
梵
網
圣
云
若
無
好
相
名4

懺
ト 

※
雖
の
誤
記

無
益
是
人
現
身
ニ
亦
不
得
戒
而
モ
得
増
ス
ナ
ラ
受
戒
ヲ
若
犯
ハ

四
十
八
軽
戒
ヲ
者
對
首
懺
悔
罪
便
得
滅
ヲ
不
同
七
遮
ニ
ハ

観
普
賢
菩
薩
行
法
ニ
云
佛
告
阿
難
ニ
佛
滅
度
ノ
後
佛
ノ

諸
ノ
弟
子
若
有
ハ
懺
悔
ス
ル

悪
不
善
業
ヲ
但
當
ニ
誦
讀
大
乗

典
ヲ
此
ノ
方
等
経
ハ
是
レ
諸
ノ
眼
諸
ノ
因
是
レ
得
具
ヲ
五

眼
ヲ

ノ
三
種
ノ
身
ハ
従
方
等
主
ス
是
レ
大
法
印
印
ス
涅
槃
海
ニ
如
ノ

此
海
中
ク
生
三
種
ノ

清
浄
身
ヲ
此
ノ
三
種
身
ハ
人
天
福
田

應
供
中
ノ
最
ナ
リ
其
ノ
有
ハ
誦
誦9

ス
ル

大
乗
ノ
方
等
経
典
ヲ
当
ニ
知
ル
此
ノ 

※
讀

人
具

功
德
ヲ
諸
悪
永
ク
滅
従

恵
生
ス
、
面
山
和

訣
文
云

【

オ
】

此
ノ
懺
悔
ノ
法
ハ
通
乎
受
戒
ノ
之
前
ト
與
ト
ニ
後
而
有
其
儀
大
論

云
ク
唯

一
人
持
ト
浄
戒
ヲ
由
之
観
之
ヲ
諸
位
ノ
菩
薩

不

無

細

區
別
ノ
之
犯
是
レ
懺
悔
ノ
之
所
以
示
ス
法
ヲ
也
本
光
云 

等

覚
ノ
大
士
ス
ラ
猶
行
ス
五
悔
ヲ
況
ン
ヤ
初
心
ノ
者
ニ

不
ン
ヤ
悔

乎

　

△
捨
身
ハ
受
戒
ニ
属
シ
タ
ル
法
ニ
ア
ラ
ス
何
ツ
ノ
頃
ヨ
リ
始
ル
ト
云
コ
ト
ヲ

知
ラ
ス
乙
堂
和

云
ク
捨
身
ハ
當
山
ノ
法
ニ
ア
ラ
ザ
レ
ハ
勧
ム
ル
ニ
非
ズ

望
ム
人
ハ
制
止
セ
ズ
ト
然
レ

信
心
ヲ

固
ナ
ラ
シ
ム
ル
善
法

ナ
レ
ハ
如
法
ニ
行
フ
ニ
如
ク
ナ
シ
梵
網
圣
貪
財
惜
法
戒
曰
ク
應

如
法
ニ
為
ニ
説
一
切
苦
行
若
焼
身
焼
臂
焼
指
若
不
焼
身 普

賢
菩
薩
ノ
如
キ
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臂
指
供
養
諸

非
出
家
ノ
菩
薩
ニ
乃
至
餓
ヘ
タ
ル
虎
狼
獅
子

【

ウ
】

一
切
餓
鬼
ニ
悉
ク
應
捨
身
肉
手
足
而
供
養
之

金
光
明

薩

埵
王
子
為
虎
飼
身
法
花
藥
王
菩
薩
本
事
品
曰
一ヽヽ
ヽ
ヽ
ハ
藥
王
菩
薩
本

切
衆
生

喜
見
菩
薩
飲
瞻
蔔
諸
花
ノ
香
油
ヲ
滿
千
二
百
歳
已
テ
香

油
ヲ
塗
リ
身
ニ
於
日
月
浄
明
ノ
前
ニ
以
天
ノ
宝
衣
ヲ
而
自
纒
ヒ
身
潅
キ
諸
ノ

香
油
ヲ
以
神
通
力
願
ヲ
而
自
燃
身

、
要
觧
云
神
力
ノ
所
化
不

外
財
ニ
財
ハ
不
及
法
ニ
故
ニ
復
燃
身
ヲ
作
法
供
養
ヲ
滿
ハ
千
二
百
歳

表
ス
以
妙
德
妙
行
ヲ
浄
治
ス
ル

ヲ 
根 
塵
ヲ
也
香
油
外
ヨ
リ
塗
ハ
表
内
外
倶
ニ

浄
リ
ヲ
也
宝
衣
纒
身
ニ
潅
諸
香
油
以
神
力
燃
身
光
明

遍
照
等
ハ
表
ス
被
テ
忍
辱
衣
ヲ
資
ケ
妙
行
ノ
力
ヲ
以
智
惠
ノ
火
ヲ

爍
滅
幻
縁
顕
發
真
光
ヲ
照
明
ス
ル

ヲ
法
界
ヲ
此
レ
皆
顕
示
ス
法

【

オ
】

力
行
境
所
以
ニ
諸

讃
言
是
真
精
進
是
名
真
法
供
養
如
来
也

彼
ノ
華
香
繒
幡
ノ
之
勝
ハ
外
物
ノ
ミ
耳
國
城
妻
子
ノ
之
重
ハ
特
ニ
愛
縁
ノ
ミ
耳

非
法
供
養
ニ
故
皆
不
及

、
夫
レ
為
ニ
法
ノ
不
ハ
顧
其
身
ヲ
非
特
タ

氏
ノ
ミ
也

至
人
得
ル
道
ヲ
皆
ク
外
ハ
ス
レ

形
骸
ヲ

生
ヲ
或

之
若
遺ヲ

ツ
ル
ツ
チ

土
ノ

喜

之
如
シ
决
ケ
疣
ヲ
若
楊
雄
ノ
不
羨
久
生
ヲ
孔
聖
甘
於
夕
死
ヲ
以
達
本
ニ

知
ヲ
常
ヲ
特4

テ
有
テ
不
ル
亡
ヒ
者
存
ス
ル
ヲ
而

モ
ト
ム
ル
カ

脱
ン

ヲ
乎
塵
垢
ノ
患
累
ヲ
故
也 

※
恃
の
誤
記

而
大
聖
又
ク
固
ス
ル
ニ
之
ヲ
以
悲
願
ヲ
濟
フ
ニ
之
ヲ
以
ス
神
力
故
ニ
焼
身
ヲ
然

臂
ヲ
曽
テ
無
憂
吝
也
世
俗
ハ
駭
ク
其
ノ
所
為
ニ
在
テ
至
人
ニ
観
之
與

遺
𡈽
决
疣
一
ツ
ノ
ミ
而
已
亦
以
ノ
妙
覚
圓
照
離
テ
於
身
見
ヲ
得

空
ヲ
故
ニ
及
ク
如
是
若
シ
識
見
未
亡
諸
蘊
違
礙
シ
不
達
法

【

ウ
】

行
ニ
空
シ
慕
ハ
ヽ
其
ノ
迹
ヲ
是
レ
徒
ラ
ニ
増
業
ノ
苦
ヲ
為

作
ノ
之
凶
矣
十
住
断

結
ニ
云

去
ニ
有
女
名
提
謂
孤
寡
多
難
濱

ハ
告
之
曰
今

身
之
厄
由
前
世
ノ
之
罪
ニ

滅
ン
ト
前
罪
ヲ
莫
若
捨
ル
ニ
身
ヲ
有
リ
道
人

辨
才
曰
失4

身
ノ
罪
業
隨
逐
精
神
ニ
不
與
身
合
徒
ニ
自
焼
テ
身
ヲ 

※
先
の
誤
記

何
ノ
於
苦
𢚰
ニ
欲
ト
求
ト
シ
善
報
ヲ
故
ニ
律
ニ
制
ス
焼
キ
身
燃
ス
ル
指
ヲ
悉
ク
皆

得
ト
罪
ヲ
而
大
乗
ニ

ハ
聽
許
ス
ル
ハ
者
以
テ
大
乘
ノ
之
人
ハ
法
行
備
ル
ヲ
故
ニ

非

作
ニ
故
ニ

、
又
要
觧
云

設4

火
化
ノ
之
法
ヲ
在
ル
寸
ハ
已
ニ
則
顕
ス
三 

※
説
の
誤
記

昧
之 

力智
〳
〵
ヲ
播
ス
薫
練
ノ
之
功
ヲ
故
ニ
化
火
ヲ
自
焚
ク
舎
利
迸 

透―
ハ
跳
也
ス

在
ル
寸
ハ
人
ニ
則
掩
ヒ
身4

腐
ノ
之
穢
ヲ
免
螻
蟻
之
食
ヲ
便
其
ノ
魄
ニ
不
滞 

※
臭
の
誤
記
か

其
ノ
神
ヲ
清
升
セ
而
此
方
ニ
ハ
以
臥
セ
淤
膿
ヲ
於
荒
郊
ニ
埋
ヲ
腐

【

オ
】

骸
ヲ
於
朽
壤4

ニ
為
是
且
以
火
化
ヲ
為
不
思忍
方
テ
ハ
其
ノ
穴
シ
地
ニ
負
テ
𡈽
ヲ 

※
壞
の
誤
記
か

全
體
ヲ
而
坑
ス
ル
ニ
之
為
ン
ヤ
可
ト
忍
ブ
耶
二
皆
出
ル
於
不
ル
ニ
得
已
ヲ
耳
達
者

観
之
一
等
ニ
皈
寸
ハ
盡
ニ
則
臥
淤
ニ
埋
ム
腐
ヲ
不
若
火
化
ノ
之
愈
シ
ル
ニ
矣
自

道
観
之
沈
テ
モ
之
可
也
衣
薪
而
棄
諸
溝
中
ニ
袞
文
ニ

而
納
諸

石
擲
ニ
無
シ
不
可
者
ノ
奚
足
ン
為
焚
瘞
ノ
之
競
ヲ

ソ
レ
捨
身
ハ

人
ノ
望
ミ
ニ
任
シ
テ
可
ナ
リ
強
テ
勧
ム
ベ
カ
ラ
ズ
今
頭
香
ヲ
癈
シ
テ
線

香
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
唯
其
作
法
ヲ
存
ス
ル
ノ
ミ
論
ス
ル
ニ
足
ラ
ス
余
今
煩
シ
テ
長

文
ヲ
引
ク
ハ
妄
心
ノ
信
者
手
燈
ヲ
燃
シ

ハ
適
〳
〵
火
定
ナ
ト
云
フ

コ
ト
之
ア
リ
真
実
道
ヲ
証
セ
ザ
レ
バ
皆

作
ナ
ル
コ
ト
ヲ
シ
ラ
シ
ム

又
火
葬
ヲ
厭
フ
ノ
慣
習
者
ア
リ
此
等
ノ
人
ヲ
誡
メ
ン
為
ニ
古

【

ウ
】

六ヽ

六ヽ



西
有
穆
山
の
禅
戒
論

人
ノ
誤
ヲ
擧
ル
コ
ト
爾
リ

　

△
受
戒
ノ
儀
式
夜
中
ニ
行
フ
コ
ト
ヲ
難
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
是
レ
論
ス
ル
ニ
足
ラ

ス
ト
雖

古
モ
亦
之
レ
有
ル
ヲ
以
テ
茲
ニ
擧
ク
雲
棲
袾
宏
菩

薩
戒
問
辨
云
問
映
燈
影
ニ
而
授
戒
見
テ
日
光
ヲ
而
撤
ラ
ツ
ス

壇
ヲ

示
暗
傳
夜
ル
聚
リ
暁
散
不
便
人
ヲ
増
サ
惑
ヒ
ヲ
耶

答

朝
ス
ル
ニ
至
尊
ニ
以
テ
シ
五
鼓
ヲ
祀
ル
ト
宣
聖
ヲ
以
清
宵
ヲ
未
タ
聞
カ
其
増
ヲ

惑
孟
氏
ノ
謂
ク
夜
氣
清
明
ト
登
師
ノ
云
ク
白
日
喧
雜
ト
願
ハ

合
セ
テ
而
観
之
ト
コ
レ
夜
氣
清
明
ノ
ト
キ
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
戒
弟
ノ
精

神
ヲ

静
カ
ラ
ナ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
又
白
日
喧
雑
ノ
ト
キ
ハ
無
用

ノ
参
詣
不
信
ノ
閑
人
ヲ
防
ク
コ
ト
ヲ
得
ズ
故
ニ
諸
宗
ト
モ
ニ
大

【

オ
】

事
ノ

或
ハ
皆
映
燈
影
ニ
コ
レ
ヲ
行
フ
怪
ム
ニ
足
ラ
ズ

　

△
戒
源　

吾
宗
ノ
傳
戒
ニ
戒
體
ヲ
論
セ
ズ
得
度
略
作
法

書
ニ
云
、
如
来
世
尊
唯
説
ク
戒
之
得
否
ヲ
不
論
體
之
有
無
ヲ

師
資
相
授
即
得
戒
ス
ル
ノ
ミ
ト
而
已
面
山
師

云
天
台
ノ
戒
疏
ニ
云
ク

論

互
ニ
説
テ
諍
論
ス
ト
有
無
ヲ
コ
レ
ナ
レ
ハ

論
ニ
一
定
ノ
説
ハ
無
キ
ト
見
ヘ

タ
リ
ユ
ヘ
ニ
天
台
又
云
ク

カ
言
ク
教
ヲ
為
戒
體
ト

云
ク
真
諦
ヲ
為
戒

體
ト

カ
云
願
ヲ
為
戒
體
ト
云
云
コ
レ
ユ
ヘ
後
代
ノ
人
師
各
々
ノ
料
簡

ニ
テ
戒
體
ヲ
立
セ
ラ
ル
天
台
ハ
性
無
作
假
色
ヲ
戒
體
ト
シ
南

山
ハ
熏
本
藏
識
成
善
種
子
ヲ
戒
體
ト
云

ハ
佛
性
ヲ
直
ニ

戒
體
ト
立
セ
シ
人
ヲ
佛
性
ハ
鬼
畜
ニ
モ
ア
リ
戒
體
ハ
受
戒
ノ
後
ニ
コ
ソ

【

ウ
】

具
ス
ト
靈
芝
ニ
難
ゼ
ラ
ル
、
近
世

家
ニ
三

ヲ
戒
體
ト

云
人
ア
リ
ト
カリ

ド
リ
マ
チ
〳
〵
ナ
リ
ト
、
禅
戒
篇
ニ
ハ
不
論
戒
體
故
ニ
始

章
戒
源
ヨ
リ
始
ム
、
髙
祖
ノ

書
ニ
依
ル
ナ
ル
ベ
シ
、
戒
源
ニ
云
ク
戒
ニ

無
始
有
リ
物
則
リ
在
リ
焉
〈
乃
至
〉
戒
源
ハ
不
可
言
若
シ
見
ハ
之
カ
始
ヲ

未
為
真
際
ト
然
至
ラ
ハ
其
體
シ
之
悟
リ
之
戒
脉
出
テ
戒
身

転
ス
ル
ニ
、
則
皆
出
彼
ノ
授
受
ニ
若
シ
非
借
ル
ニ
授
受
ヲ
戒
無
起
也

乃
至
而
其
ノ
授
受
起
ル
ヤ
于
何
ヨ
リ
乎
舎
那
ノ
言
一
切
ノ
行
ハ
以
信
ヲ
為

首
ト
衆
德
ノ
根
本
ナ
リ
釈
迦
ノ
言
若
一
切
衆
生
趣
入
ス
ル
ハ
三
宝
海
ニ

以
信
ヲ
為
本
ト 

二舎
那
尺
迦

聖
ノ
之
言
不

カ
ラ
唯
信
ヲ
為
戒
源
ト
ト

コ
レ
信
ヲ
以
テ
受
ケ
誓
ヲ
以
テ
持
ツ
浄
土
妙
譽
上
人
明
燈

【

オ
】

章
ニ
天
台
ノ
戒
體
ヲ
論
ス
ル
コ
ト
尽
セ
リ
而

文
ノ
中
ニ
云
ク
夫
レ
尸
羅

之
説
ハ
也
ト
固
ヨ
リ

ブ
授
受
ヲ
今
決
其
ノ
體
ヲ
必
據
テ
古
ニ
而
後
可
ナ
リ
然
ル
ニ

用
テ
臆
断
ヲ
使
諸
師
ヲ

屬
不
見
ニ
是
レ
乃
チ
杜
撰
ノ
之
大
ナ
ル
者
ナ
リ
也
ト
コ
ノ
意
殆
ン
ト

吾
宗
受
戒
之

ニ
合
セ
リ
古
来
ノ
諸
師
戒
體
ヲ
論
ス
ル
モ
ノ
ハ
夛
ク

講
戒
ニ
屬
シ
テ
受
戒
ニ
親
シ
カ
ラ
ズ
受
戒
ハ
授
受
作
法
ヲ

貴
ブ
故
ニ

ク
信
ヲ
起
サ
シ
メ
作
法
ヲ
嚴
ニ
ス
ベ
シ
受
戒
ト
講
戒

ト
混
ス
ベ
カ
ラ
ス
特
ニ
菩
提
心
強
ク
信
心

固
ナ
ラ
ザ
レ
ハ
不
是
ナ
リ

瑜
伽
等
ノ
中
請
一
師
ヲ
者
唯
望
可
見
ノ
師
ニ
説
也
倫
起
ニ
云
聲

聞
戒
ハ
因
力
弱
須
假
強

故
須
十
師
菩
薩
人
ハ
菩

提
心
強
一
師
良
得
ト
是
ナ
リ
今
日
作
法
ヲ
略
シ
戒
體
ノ
如
何
ン

【

ウ
】

ヲ
モ
顧
ミ
ズ
戒
相
更
ニ
露
レ
ズ
漫
ニ
戒
師
ト
ナ
ツ
テ
意
氣
揚
々
タ
ル
モ
ノ
ハ
何
ノ
為

ナ
ル
ヤ



愛
知
学
院
大
学　

教
養
部
紀
要　

第

巻
第

号

可
嘆
シ
可
悲
ム 

獅涅
槃
圣
三
十
一

子
吼
言
ク
、
不
ル
修
身
ヲ
者
ハ
不
ハ
具
足
ス
ル

清
浄
ノ

戒
體
ヲ
ト
仍
テ
吾
宗
ハ
專
ラ
儀
軌
ニ
依
リ
旁
ラ
禅
戒
鈔
禅
戒

篇
禅
戒
本
義
等
ヲ
研
究
シ
テ
足
レ
リ
ト
ス
ベ
シ
然
リ
ト
𧈧

今
日

為
戒
師
モ
ノ
、
参
考
ノ
タ
メ
他
宗
戒
體
ヲ
論
ス
ル
モ
ノ
少
分
ヲ
擧
グ

天
台
戒
體
明
燈
章
云
ク
戒
體
ノ
之
説
大
小
ノ

論
非
一
ニ
諸
家
ノ
載
籍

極
テ
博
シ
或
ハ
心
或
ハ
色
或
非
ハ
有
ル
ハ
善
思
分
限
有
ル
ハ
熏
習
本
識
今

且
ク
索
ム
ル
ニ
義
ヲ
于
群
典
ニ
後
ノ
為
説
ヲ
者
愈
益
縁
然
綱
紀
不

治
テ
甚
キ
者
ハ
猥
リ
ニ
挫
折
シ
於
印
度
ノ
論
師
ヲ
強
ニ
弾
斥
於
支
那
ノ
釈
家
ヲ
慢

幢
之
妄
不
ル
足
評
ス
ル
ニ
而
已　
〈
○
妙
譽
大
僧
正
着
述　

辨
戒
體
訣
〉

【

オ
】

同
序
云 

宗法
然
上
人

祖
大
師
與
叡
空
上
人
嘗
論
戒
體
之
義
空
上

人
ハ
據
止
観
大
師
ハ
據
戒
疏
ニ
與
論
艶
称
色
法
之
義
盖
シ

色
心
二
法
之

唯
有
鏡
像
之
別
耳
何
為
ソ
有
ン
ヤ
一
癈
一
立
之
理

耶
然
而
戒
以
渉
事
相
故
不
得
不
属
色
法
ニ
也
我
縁
山
妙
譽

尊
者
有
見
ニ

此
辨
駁

水
心
公
之
謬
持
論
確
乎

不
可
抜
八
事
山
諦
忍
律
師
三
井
寺
顕
道
和

共
服
其

義
ニ
吾

以
称
明
灯
之
名
也
〈
明
治
三
年
唐庚

午
春
王
正
月
寶
松
院
泰
成
謹
識
〉

　

○
明
燈
章
云
按
之
ヲ
天
台
ニ
止
観
ノ
心
體
ハ
猶
ヲ
鏡
ノ
戒
疏
ノ
色
體
ハ
猶
ヲ

像
ノ
未
始
ヨ
リ
不
ン
ハ
相
須
ク
而
ル
ニ
訣
者
乃
チ
癈
一
ヲ
立 

一
ヲ
則
譬
ハ
如
言
ク
鏡
ニ

無
証
明
ノ
之
理
唯
影
像
ノ
ミ
是
レ
現
ト
可
ナ
ラ
ン
ヤ
乎

【

ウ
】

　

○
同
章
云
、
圓
頓
止
観
ニ
云
有
ト
与
ト
ハ
無
非
レ
ハ
證
ニ
不
了
今
且
ク
信
テ
敎
ニ
隨
テ
意
ニ
為
セ
ト

觧
ヲ
明
ニ
知
不
ヲ
癈
心
體
ヲ
従
来
明
就
天
台
ノ
所
説
ニ
而
無
ヲ
癈
立

若
依
ハ

説
ニ
乃
瓔
珞
ニ
云
以
心
ヲ
為
ト
體
ト
〈
不
離
色
躰
ヲ
〉
優
婆
塞
戒

ニ
云
以
色
為
體
ト
〈
不
離
心

〉
而

各
無
癈
立
若
訣
カ
執
ス
ル

者
ハ
既
ニ
㾱
セ
リ

涅
槃
云
言
モ
有
ト
不
觧
我
意
ヲ
言
モ
無
ト
不
觧
セ

我
意
ヲ
浄
影
訣
ヲ
云
於
ハ
大
乘
中
ニ
是
色
心
ノ
法
ニ

非
色
心
ノ
事
ニ
以
無
作

戒
三
業
ノ
自
性
ナ
ル
ヲ
従
三
業
生
防
三
業
ヲ
故
説
為
色
心
ト
是
色
心
ナ
ル
ガ

故
ニ
異
曇
無
德
ニ
不
是
其
ノ
色
心
之
事
ナ
ラ
是
故
説
為
非
色
非
心
ト

非
色
非
心
ノ
故
異
濱
ト
薩
婆
多
ニ
既
ニ
有
此
説
安
ソ
㾱
一
ヲ
立
ン
ヤ
色
ヲ
哉

　

○
同
章
云
按
ス
ル
ニ
涅
槃
ヲ
云
善
男
子
往
昔
一
時
菩
提
王
子
作
如

【

オ
】

是
ノ
言
若
有
テ
比
丘
護
持
セ
ン
ニ
禁
戒
ヲ
若
ハ
發
セ
ハ
悪
心
ヲ
當
知
是
ノ
時
失
ト
比

丘
戒
ヲ
我
時
ニ
語
テ
言
ク
王
子
戒
ニ
有
七
種
従
テ
於
身
口
ニ
有
無
作
色
以
ノ
是
ノ

無
作
色
ノ
因
縁
ヲ
故
其
ノ
心
𧈧

在
ト
悪
無
記
ノ
中
ニ
不
名
失
戒
ト
猶
ヲ
名
持

戒
ト
以
何
ノ
因
縁
ヲ
名
ヤ
無
作
色
ト
非
異
色
ノ
因
ニ
不
ハ
ナ
リ
作
異
色
ノ
果
ト
善
男

子
我
諸
ノ
弟
子
聞
是
ノ
説
ヲ
已
テ
不
觧
我
意
ヲ
唱
テ
言
フ

説
ト

有
無
作
色
善

男
子
我
於
餘
ノ
経
ニ
作
如
是
言
ヲ
戒
者
即
チ
是

制
ス
悪
ノ
法
ヲ
若
シ

不
作
悪
ヲ
是
ヲ
名
持
戒
ト
我
諸
ノ
弟
子
聞
是
説
ヲ
已
テ
不
觧
我
意
ヲ

唱
テ
言
四
如
来
ハ
決
定
宜
説
ス
レ
ハ
無
無
作
色
金
口
如
是
然
ハ
則
チ
執
有
ヲ

著
無
ニ
皆
隨
不
觧
ニ
圓
頓
止
観
ハ
非
觧
ン
ト
ニ
ハ

意
ヲ
故
ニ
云
非
レ
ハ
證
ニ

不
了
ト
今
且
ク
信
ト
教
戒
疏
ニ
云
ハ
今
之
所
用
ト
有
無
作
也
ト
開
顕
ス
ル
ハ
ナ
リ

【

ウ
】

假
色
ヲ
實
ニ
免
タ
ル
不
觧
ヲ
者
ハ
但
戒
疏
ノ
性
無
作
假
色
ト
與
止
観
ノ
心
軆
也
何
ナ
レ
バ

則
戒
疏
ノ
色
軆
ハ
性
具
ノ
色
則
チ
不

諸
法
ヲ
況
於
ヤ
心
哉
止
観
ノ
心

ハ
如
ニ
ハ
鏡
現
カ
像
ヲ
則
チ

摂
色
ヲ
是
ノ
故
二
説
並
ニ
不
隨
不
觧
ニ
竊
ニ
按
ス
ル
ニ
天

止
観
ノ
心
体

戒
疏
ノ
色
体



西
有
穆
山
の
禅
戒
論

台
ノ
説
ヲ
其
ノ
義
同
浄
影
ニ 

大
乗
義
章
ニ
云
無
作
戒
ト
ハ
者
於
ハ
大
乘
ノ
中
ニ

是
レ
色
心
ノ
法
ニ

非
色
心
ノ
事
ニ
以
無
作
戒
三
業
ノ
自
性
ナ
ル
ヲ
従
三
業
生
防

三
業
ヲ
故
ニ
説
為
色
心
ト
是
レ
色
心
ナ
ル
カ
故
異
曇
無
德
ニ
故
涅
槃
ニ
云
我
モ

諸
ノ
弟
子
不
觧
我
意
唱
言
ノ
如
来
ノ
説
無
作
戒
ハ
定
非
ト
色
心
彼
ノ
無

作
戒
雖

是
具
ノ
防
ト
色
心
ノ
法
ヲ
不
是
其
ノ
色
心
之
事
ニ
是
故

説
テ
為
非
色
非
心
ト
非
色
心
ノ
故
異
薩
婆
多
ニ
故
ニ
涅
槃
ニ
云
我
諸
ノ

弟
子
不
觧
我
意
ヲ
唱
テ
言
如
来
ノ
説
無
作
戒
ヲ
一
ニ
是
色
ナ
リ
ト
是
ノ

【

オ
】

義
如
何
薩
婆
夛
ノ
中
ニ
説
ク
無
作
戒
性
四
大
造
ナ
リ
體
是
レ
障
碍
ス
故
ニ
欲
色

界
ニ
ハ
則
有
リ
無
色
界
ニ
ハ
則
無
シ
大
乘
法
ノ
中
ニ
説
ソ
無
作
戒
ハ
直
ニ
是
レ
制
法
ナ
リ

如
結
界
喋
ハ
所
有
ノ
界
法
ノ
是
レ
制
法
ナ
ル
カ
故
不
為
大
造
ト
非
カ
大
造
ニ
故
ニ

非
定
テ

碍
ス
ル
ニ
故
身
生
四
空
ニ
亦
常
ニ
成
就
ス
是
ヲ
以
不
同
ナ
リ
以
小
乘

中
ニ
ハ
情
見
未
融
或
ハ
有
レ
ハ
聞
説
ヲ
是
レ
色
心
ノ
法
ト
便
即
チ
取
テ
之
ヲ
以
為

色
ノ
事
ト
𢦙
有
レ
ハ
聞
説
ヲ
非
色
心
事
ト
便
即
チ
取
テ
為
非
色
心
ノ
法
ト
故

成
諍
論
ヲ
大
乘
ハ
通
取
ル
所
以
ニ
非
ト
諍
フ
ニ
體
性
ヲ

〈
章
安
云
非
異
色
因
果
ニ
者
異
色
ハ
是
レ
心
ナ
リ
言
ロ
ハ
無
作
ハ
不
為
メ
ニ
心
ノ
作
因
ト

又
不作

心
ノ
果
ト
故
ニ
知
ル
是
レ
色
ナ
リ
○
元
照
云
懐
素
疏
ノ
中
ニ
破
前
ノ
二
觧
ヲ
別
ニ
立
義
ヲ

云
謂
ク
元
ト
受
戒
ヲ
善
心
色
因
ナ
リ
非
悪
無
記
ノ
因
ニ
故
言
非
異
也
ノ
因
ト
○
但
シ
由
テ

感
得
ス
ル
ニ
自
類
ノ
善
果
ヲ
不
必

招
悪
無
記
ノ
果
ヲ
故
云
不
作
異
色
因
果
ヲ

是
以
善
性
ヲ
望
テ
餘
ノ
二
性
ニ
為
ス
レ
ハ
異
色
ト
則
チ
非
對
ス
ル
ニ
前
ノ
二
色
ニ
也　

諸
説
縁

々
今
畧
之
〉

【

ウ
】

又
云
神
智
云
大
乘
ノ
戒
體
諸
文
竝
ニ
指
色
心
ヲ
故
知
色
心
ヲ
為
戒

體
ト
矣
戒
疏
ニ
云
性
無
作
假
色
ト
輔
行
ニ
云
心
性
ヲ
為
戒
體
ト

是
以
色
心
咸
皆
云
ヲ
性
ト
性
ノ
之
色
心
為
大
乘
ノ
戒
體
又
釈
輔

行
ヲ
云
梵
網
戒
疏
ニ
以
色
ヲ
為
體
ト
今
ノ
文
ニ
以
心
ヲ
為
體
ト
若
色
若
ハ

心
竝
ニ
是
レ
大
乘
ノ
戒
體
ナ
ル
カ
故
ナ
リ
也
故
戒
疏
ニ
云
不
レ
ハ
起
而
已
起
則
チ
性
無
作

假
色
ナ
リ
法
鼓
ノ
中
ニ
但
明
色
心
ヲ
無
第
三
聚
觀
心
論
ノ
疏
ニ
謂
梵
網
十

重
四
十
八
軽
ハ
正
ク
防
意
地
ヲ
故
以
心
ヲ
為
體
ト
也

○
同
章
云
善
カ
ナ
乎
四
明
ノ
云
既
ニ
居
末
代
ニ
功
在
事
持
ニ
乃
チ
是
レ
涅
槃
ノ

扶
律
ノ
之
意
ナ
リ
ト

於
戯
可
為
萬
世
不
刊
ノ
䂓
ト
矣

△
尸
羅
敲
髓
章
〈
東
都
隅
川
福
壽
院
住
持
甘
露
英
泉
撰
享
保
甲
辰
年
中
秋
望
日
〉

【

オ
】

　

・
四
分
宗
謂
選
律
三
部
書
一
ニ
戒
疏
八
巻
釋
四
分
戒
本
二
業
疏
八
巻
釈
自

製
隨
機
羯
磨
ヲ
三
行
事
鈔
十
五
巻
三
十
篇
依
四
律
五
論
兼
依
成

實
論
取
涅
槃
開
會
ノ
意
立
ツ
分
通
大
乘
四
分
圓
宗
大
ニ
判
ス
二
教
三
宗

三
観
ヲ
以
圓
為
宗
唯
依
四
分
不
持
餘
戒
所
謂
別
受
ノ
䂓
則
〈
別
受
ト
有
者
義
寂

云
受
律
儀
戒

方
軌
有
二
一
ニ
與
餘
ノ
二
惣
受
濱

二
ニ
與
餘
ノ
二
別
受
濱

惣
受
ノ
方
軌
七
衆
立
別
並

牒
三
戒
而

惣
受
故
故
一
羯
磨
通
被
七
衆
至
於
隨
行
所
持
各
異
地
持
受
法
正
就
此
也
若

別
受
ハ
者
七
衆
法
異
濱

若
俗
ノ
二
衆
ハ
受
其
五
戒
乃
至
道
中
具
足
二
衆
依
白
四
羯
广
ニ

従十
衆
等
下
ノ
三
狃
各
従
其
法
言
餘
ノ
二
ト
者
摂
善
摂
生
ノ
之
二
也
惣
受
ハ
者
三
聚
戒

通
受
故
要
期
者
尽
未
来
際
濱

別
受
者
除
後
ノ
二
唯
受
摂
律
儀
要
期
者
尽
形
壽
ナ
リ

浄
影
ノ
濱
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然
卍
山
耄
而
云
ハ
達
广
ノ
一
乗
戒
伝
教
円
頓
戒
共
ニ
別
受
サ
サ
戒
堪
受
絶
倒
〉

明
戒
體
則
行
事
鈔
云
法
界
塵
沙
二
諦
等
法
以
已
要
期
ノ
莟
造

方
便
ノ
善
浄
心
器
與
彼
妙
法
相
應
於
彼
法
ノ
上
ニ
有
縁
起
義
領

納
在
心
名
為
戒
體
業
疏
云
故
ニ
作
法
受
ク
還
テ
重
本
藏
識
成
善

【

ウ
】

種
子
此
戒
體
也
隨
心
動
用
還
本熏
識
ニ
如
是
專
毘
尼
ニ
盛
述
條

章
深
明
持
犯
今
謂
終
南
之
宗
觧
戒
體
不
出
二
義
藏
識
為

依
成
善
種
子
義
是
賢
首
所
判
ノ
大
乘
始
教
ノ
所
説
ニ

而
瑜
伽
意
濱

未

得
圓
意
或
ハ
識
體
本
浄
真
性
隨
縁
ノ
構
造
修
起
ト
ハ
此
当
台
ノ
別

教
賢
首
終
教
然
𧈧

有
二
義
如
初
説
所
依
全

依
ナ
ル
寸
則
又
属

終
教
ニ
南
山
依
憑
涅
槃
開
會
ノ
意
則
於
義
無
害
如
彼
元
照
執

於
種
子
ヲ
迷
為
圓
融
謬
学
台
宗
未
識
性
具

　

○
論
台
祖
戒
體
者
戒
疏
云
戒
體
者
不
起
而
已
ム
起
ハ
即
性
無
作
ノ
假
色
〈
元
照

濟
縁
起
云
問
心
論
假
色
ハ
従
何
得
名
答
如
下
云
如
法
入
無
作
仮
色
ノ
此
謂
對
前

五
塵
之
実
碍
ノ
之
色
故
名
假
耳
天
台
戒
疏
出
戒
體
云4

起
則
性
無
作
假
色
與

 

※

不

の
脱
字

此
何
別4

答
彼
明
実
性
隨
縁
變
起
全
性
成
北
峰
釈
戒
體
云
約
悟
理

 

※

殊

の
誤
記
か

色
對
真
名
假
名
同
體
別
不
可
混
同

【

オ
】

約
本
實
説
諸
法
ハ
唯
心
起
唯
心
滅
濱

是
故
戒
法
ハ
唯
心
為
體
心
ノ
外

別
無
無
作
亦
無
色色

也
若
約
迷
情
約
教
権
説
則
成
佛
已
還

未

ル
ヽ

覚
心
外
是
法
是
分
色
心
不
起
善
法
則
已
ム
起
則
定

属
色
法
是
故
戒
疏
定
無
作
ノ
色
法
不
起
ニ

起
者
顕
起
属
色

無
作
ハ
對
作
戒
得
名
有
ル
ト
以
圓
教
中
道
釈
無
作
〈
頂
山
〉
對
真
性

隨
縁
名
假
色
〈
霊
芝
〉
非
也
従
法
對
本
理
實
諭
諸
法
唯
心
従

機
縁
立
教
故
起
業
ハ
是
色
也

輔
行
曰
大
乘
中
𧈧

以
心
性
為
戒
體
若
發
無
作
亦
依
身

口
作
戒
ニ
而
發
𧈧

依
身
口
體
必
在
心
若
前
小
後
大
一
切
轉

為
無
尽
戒
體
ト
故
知
台
雛
不
識
如
實
戒
體
〈
澤
山
又
云
所
依
理
體
円
事
即
理
全

【

ウ
】

性
起
修
行
従
性
起
方
云
諸
行
無
作
ト
並
由
性
具
方
有
事
用
今
疏
性
ノ
之
一
字
全

提理
性
之
所
依
起
ノ
字
色
ノ
字
乃
語
発
戒
当
体
当
体
有
二
起
之
字
是

発
之

心
色
之
字
所
発
之
色
𧈧

依
於
性
而
発
此
戒
此
大
乘
戒
乃
令
理
之
事
全
性

之
修
分
為
妙
戒
ト
霊
芝
云
或
偏4

性
即
サ
サ
ノ
戒
体
ナ
リ
今
謂
不
然
本
有
之
性

 

※

佛

の
誤
記

動
翻
飛
一
切
皆
具
ス
サ
サ
戒
ノ
体
ハ
受
者
方
有
リ
不
受

起
ノ
法
濱

性
ノ
𧈧

本
有
非
修
不
発
如
摩
尼
珠
ノ
具
足
衆
宝
不
仮
縁
終
不
出

現天
台

云
不
起
而
已
起
則
性
無
作
ノ
仮
色
ハ
南
山
云
熏
本
藏
識
ニ
成
善
種
子
此
ノ

為
戒
体
天
台
性
之
即

起
ノ
因
無
作
仮
色
ハ
即
所
發
ハ
体
南
山
藏
識
即
所
依

喋
善
種
子
即

依
体
濱

起
所
依
ル
是
本
有
ノ
之
性
所
發

依
即
今
受
之
體
若

此
出
體
文
據
極
明

所
歴
然
体
性
不
濫
受
納
無
疑

妙
立
云
内
發
深
誓
外
藉
ル
勝
縁
ヲ
第
三
羯
磨
成
就
竟
時
於
心
發

生
無
作
假
色
是
名
戒
體
戒
善
性
具
ナ
レ

闕
縁
不
起
故
云
不



西
有
穆
山
の
禅
戒
論

起
而
已
ト
斯
乃
顕
作
性
德
自
然
ニ

有
戒
體
也
由
具
而
起
ル

常
ニ
即
於
具
ニ
故
云
性
無
作
色
ト
斯
即
顕
非
修
德
因
縁
ニ
有
戒

體
也
然
或
ハ
以
性
ノ
一
字
ノ
為
提
吾
依
或
ハ
以
配
於
藏
識
雖
有

【

オ
】

義
在
其
義
猶
疎
問
霊
芝
云
全
性
成
色
對
真
名
假
與

今
釈
義
同
異
云
何
答
言
雖
恰
モ
似
ト
義
則
不
同
何
者
以

但
言
隨
縁
而
不
言
具
故
也
當
知
實
色
假
色
無
作
性

具
如
荊
溪
云
並
ニ
由
理
由
故
方
有
事
用
即
其
義
〈
文
〉
薀

益
釈
戒
疏
ノ
文
雖
設
七
義
廣
明
戒
體
所
ハ
惜
ム
於
談
其

圓
体
ニ
有
毫
釐
之
差
致
霄
壤
之

難
以
依
憑
上
来

畧
如
挙
師
説
及
妙
立
ノ
釈
台
祖
約
開
会
即
毘
曇
ニ
明
性

無
作
ノ
色
義
文
明
著
那
可
謬
之
乎

　

○
如
賢
首
大
師
雖
集
録
菩
薩
毘
尼
藏
二
十
巻
而
廣
弘　
　

○

嚴

賛
圓
戒
至
其
受
隨
従
懐
素
律
師
秉
持
曇
無
德
四

【

ウ
】

分
律
別
有
五
教
戒
體
愚
法
ハ
小
乗
以
意
識
ノ
上
無
表
假

色
〈
有
宗
〉
不
相
應
行
〈

部
〉
立
テ
為
戒
體
ト
但
立
身
語
七
支
無
表

不
論
意
業
ノ
無
表
ト
不
同
大
乘
其
如
倶
舎
業
品
大
乗

始
教
ハ
以
阿
頼
耶
識
思
種
子
ノ
上
ノ
差
別
功

假
立
戒
體
無

表
ヲ
如
唯
識
等
慈
恩
所
觧
如
上
辨
了
若
約
終
教
真

如
受
熏
ノ
善
種　

戒
體
如
梁
摂
論
南
山
所
立
如
上

辨
明
約
頓
教
無
相
真
性
名
為
戒
體
圓
教
ハ
者
謂

事
々
無
礙
性
起
ノ
受
得
主
伴
無
尽
帝
網
理
因
陀
羅

網
ノ
戒
相
通
三
世
間
十
身
圓
滿
五
海
摂

不
思
議
ノ
大
曼

多
羅
ノ
戒
體
及
微
塵
教
佛
刹

界
海
ノ
戒
本
也

【

オ
】

　

○
授
戒
篇
家
範
〈
京
北
紫
野
髙
桐
禅
院

祖
比
丘
義
諦
編
修
一
巻
〉

　

○
云
〈
十
一
丁
〉
戒
體
者
非
空
非
有
非
空
故
ニ
犯
之
不
得
非
有
故
ニ
執
之

不
得

犯
也
執
也
共
ニ
為
破
戒
ト
何
以
ノ
故
ニ
真
浄
界
中
無
有
我
相
無

我
ノ
之
中
リ
ニ
認
我
故
不
免
犯
執
若
シ

ク
空
ル
寸
ハ
我
相
ヲ
則
戒
𨿽

不
ト

持
自
然
ニ
戒
備
ル
従
心
ノ
所
欲
而
不
踰
䂓
既
ニ
空
ス
我
相
ヲ
須
ク
空
ス

法
相
ヲ
法
相
空
尽
成
佛
当
ニ

要
ス
空
セ
ン
ト
法
相
ヲ
麼
宜
ク
捨
テ
小

乘
偏
曲
之
見
ヲ
發
ス
上

勝
妙
ノ
之
心
ヲ
古
法
ニ
比
丘
五
夏
ノ
之
後

得
作
成戒

師
ト
若
シ
夫
レ
曽
テ
嗣
キ
禅
脉
ヲ
既
ニ
老
テ
数教

観
ニ
出
格
ノ
知

識
沒
量
大
人
ナ
ラ
バ
則
一
夏
ノ
之
後
授
ル
モ
人
ニ
亦
可
濱

但
択
テ
人
ヲ
授
ケ
之
ニ

為
要
ト
否
ナ
ル
寸
ハ
則
令
法
戯
論
ナ
ラ
豈
唯
無
益
於
事
哉
破
テ
人
ノ
信

【

ウ
】

敬
ヲ
得
ル

罪
ヲ
不
少
〈
云
云
〉

吾
宗
ノ
戒
體
ヲ
論
セ
ズ
ト
雖

参
考
ノ
爲
メ
他
宗
ニ
於
テ
戒
體
ヲ
論

ス
ル
所
ノ
近
キ
モ
ノ
ヨ
リ
聊
カ
抄
出
ス
ル
コ
ト
是
ノ
如
シ　
　

尾

　
　
　

傳
戒
會
裡
閑
話　

終

【
頭
註
】

【

ウ
】

○
大
戒
訣
云
如
ハ
正
伝
作
法
恰
モ
與
梵
網
瓔
珞
合
ス
焉
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大
戒
訣
巻
中
一
右
今
欲
發
禪
佛
祖
正
傳
大
戒
梗
ヲ
專
依
顕
揚
大
戒
所
標
而
采
ル
證

於
佛
経
祖
論
ニ
是
因
ナ
ラ
此
ノ
戒
ト
與
台
宗
ノ
円
頓
戒
ト
同
其
趣
ヲ
也

【

オ
】

然
ハ
傳
燈
巻
之
六
馬
祖
ノ
法
嗣
無
機
縁
語
句
二
十
三
人
中
第
二
ニ
列
ス
王
姥
山
ノ

然
禪
師
ヲ

初
メ
傳
教
大
師
受
ク
行
表
ニ
―
―
ハ
受
ク
道
璿
ニ
〳
〵

秀
下
ノ
人
也

【

ウ
】

○
五
師
ノ
時
ハ
戒
帀
羯
广
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